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１ 本質問回答･意見は､平成２５年１０月７日(月)から１０月１１日(金)までに受け付

けた東根市公益文化施設整備等事業の実施方針及び要求水準書(案)に関する質問･意見

を項目順に整理するとともに､質問（意見のうち、質問が伴っている項目を含む。）にあ

ってはその回答を付したものです。 

２ 項目・質問･意見の内容は､質問者･意見者の記載のとおりとしています。ただし､記載

位置については､市で整理していますので注意してください。 

３ なお､本回答は､現時点での市の考え方を示すものであり､今後変更する可能性があり

ますので注意してください。最終的には､入札説明書等に基づいてください。 

４ 本質問回答･意見の公表と同時に､【別紙３の２】、【別紙２１】を追加して公表します

ので留意してください。 

 



 （１） 

実 施 方 針 等 に 関 す る 質 問 回 答 

 

＜ 実施方針に関する質問回答 ＞ 

 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

1 

所有権移転 

2 1 1 5     

所有権移転に際し、本施設の不

動産登記に関する登録免許税

に関しては、入札金額に含む必

要はないとの理解でよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。なお、市

が登記する場合は、必要となる

図面等の提出をお願いする場

合があります。 

2 

事業方式 

2 1 1 5     

本事業はＢＴＯ方式を選択さ

れておりますが、ＢＯＴ方式で

はなく、ＢＴＯ方式を選択した

理由をお聞かせください。 

主として、補助金に関する条件

及び税負担の軽減によるもの

です。 

3 

地質調査 

2 1 1 6 1 ①   

具体的にどのような内容の調

査を想定しているかご教示頂

けないでしょうか。 

提案する建物を設計するに当

たり、市が提示する調査資料で

は不足する場合の追加調査等

を想定しています。 

4 

地質調査 

2 1 1 6 1 ①   

要求水準書（案）別紙等の地質

調査図に記載の内容で充分と

判断できる場合は、地質調査は

不要という理解でよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 

5 
引 渡 に 関 す

る 一 切 の 業

務 

2 1 1 6 1 ⑨   

施設の登記は不要であるとい

う理解でよろしいでしょか。 

番号１への回答を参照してく

ださい。 

6 

大 規 模 修 繕

の範囲 

4 1 1 6 4   ※ 

想定されている内容（予算概要

含む）については、公表されま

すか。 

市で（１６年目以降であって）

予め指定する部位については、

要求水準書（案）Ｐ２８の※印

を参照してください。なお、当

該部位に、什器備品等類を追

加するものとします。 

7 

施 設 使 用 料

金について 

4 1 1 6 4   ※ 

選定事業者が支払う、独立採算

業務で使用する部分「施設使用

料」について、料金設定の基準

はございますか。 

東根市公有財産の取得・管理及

び処分に関する規則第２３条

により、年間当たり、固定資産

税評価額（近傍宅地）の５％で

す。参考として、近傍宅地の平

成２５年度固定資産税評価額

は約３万円／㎡となっていま

す。 

8 

独 立 採 算 業

務 の 施 設 使

用 料 に つ い

て 4 1 1 6 4   ※ 

独立採算業務の使用料は、もし

も途中でテナント等が抜けた

場合に次のテナント等が入っ

て事業開始するまでの間の空

き期間の使用料はＳＰＣにて

負担する事は無いものと考え

て宜しいでしょうか。 

独立採算業務で使用する部分

については、市が選定事業者に

賃貸するものであり、テナント

等が抜けた場合であっても、施

設使用料を支払う必要があり

ます。 

9 
公 益 文 化 施

設 に 係 る 独

立 採 算 業 務

4 1 1 6 4   ※ 

『当該独立採算業務で使用す

る部分について施設使用料を

支払うものとする。』と記載が

番号７への回答を参照してく

ださい。 



 （２） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

（ カ フ ェ 等

業務） 

ありますが、現時点で想定して

いる施設使用料金（坪単価等）

をご教示願います。 

10 

大規模修繕 

4 1 1 6 4   ※ 

１６年目以降の大規模修繕は、

市が指定する部位以外は選定

事業者の負担（本事業の事業範

囲とし入札価格に含める。）と

ありますが、貴市が指定する部

位以外の捉え方いかんで費用

の算定根拠が事業者ごとに異

なりますので、大規模修繕費は

市が指定する部位のみに限定

頂き、入札価格には含めないと

することをご検討頂くことは

可能でしょうか。 

市で（１６年目以降であって）

予め指定する部位については、

要求水準書（案）Ｐ２８の※印

を参照してください。当該部位

に、什器備品等類を追加する

ものとします。なお、市で（１

６年目以降であって）予め指定

する部位の大規模な修繕等以

外（維持管理の全期間）につい

ては、規模の大きい小さいにか

かわらず、選定事業者の負担

（本事業の事業範囲内とし入

札価格に含める。）とします。

ただし、市で（１６年目以降で

あって）予め指定する部位の大

規模な修繕等以外（維持管理の

全期間）については、適切な維

持管理を行っていれば、さほど

多くはないと想定しています。 

11 

大 規 模 修 繕

について 

4 1 1 6 4   ※ 

最初の１５年間において民間

事業者が善良な管理者として

注意しつつ業務を遂行したに

も関わらず、不測の事態により

発生してしまった帰責者が不

明な大規模修繕につきまして

も、貴市にてご負担いただける

との理解でよろしいでしょう

か。 

不可抗力、法令変更及び市の新

たな要求以外にあっては、最初

の１５年間の修繕・更新につい

て、規模の大きい小さいにかか

わらず、選定事業者の負担（本

事業の事業範囲内とし入札価

格に含める。）とします。 

12 

通 信 費 に つ

いて 

4 1 1 6 4   ※ 

通信費は、選定事業者が実費を

負担とありますが、ＮＨＫの受

信料については、貴市に負担い

ただけるとの理解でよろしい

でしょうか。 

ＮＨＫの受信料については、選

定事業者の負担（本事業の事業

範囲内とし入札価格に含め

る。）とします。 

13 

光 熱 水 費 に

ついて 

4 1 1 6 4   ※ 

光熱水費については、貴市にて

ご負担いただけるとのことで

すが、提案書提出にあたり、見

込みの費用等の提出は必要な

く、費用の多寡は、評価の対象

外との理解でよろしいでしょ

うか。 

光熱水費を含むＬＣＣの低減

等に関する提案については、評

価の対象とする予定です。いず

れにしても、選定事業者は、光

熱水費の低減等に努めるもの

とします。 

14 

独 算 事 業 の

施設使用料 

4 1 1 6 4   ※ 

安定的で安価なサービスを提

供できるよう、施設使用料は無

償若しくは低廉な価格として

いただきたく存じますが、それ

は入札公告時の公表となるの

でしょうか。参画企業にとりま

して、重要な指標の一つとなり

得ますので、可能な限り早期に

番号７への回答を参照してく

ださい。 



 （３） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

公表いただきたく存じます。 

15 

大規模修繕 

4 1 1 6 4   ※ 

市で予め指定する部位の大規

模な修繕等に限り、当該費用を

市が負担するとありますが、当

該費用は入札価格に含めるこ

となく、別途市が負担する理解

で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

16 
独 立 採 算 業

務 の 施 設 使

用料 

4 1 1 6 4   ※ 

施設使用の上限料はいくらで

しょうか。 

番号７への回答を参照してく

ださい。 

17 

※ 独 立 採 算

業 務 で 使 用

す る 部 分 の

施設利用料 

4 1 1 6 4   ※ 

選定事業者が独立採算業務で

使用する部分の施設利用料の

積算方法と支払方法について

ご教示ください。 

番号７への回答を参照してく

ださい。なお、支払方法は、先

払いを予定していますが、詳細

については、入札説明書等にお

いて提示します。 

18 

大 規 模 な 修

繕等 
4 1 1 6 4   ※ 

市で予め指定する部位とあり

ますが、提案前に指定する部位

をリスト等で公表頂けるとい

う理解でよろしいでしょうか。 

番号６への回答を参照してく

ださい。 

19 

通信費等 

４ 1 1 6 4   ※ 

「通信費等は、選定事業者が実

費を負担」となっております

が、通信費とは具体的には電話

料金及びインターネット接続

料金という理解でよろしいで

しょうか。ＳＰＣの収支計画に

影響を与える項目ですので念

のためご教示頂きたく存じま

す。 

通信費等としては、電話料金、

インターネット接続料金及び

郵便料金等を想定しています

が、これに限るものではありま

せん。 

20 

市の補助金 

4 1 1 6 4   ※ 

具体的にどの業務にどのよう

な補助金を申請するのかご教

示いただけないでしょうか。 

施設整備費の一部に、国土交通

省社会資本整備総合交付金（都

市再生整備計画事業）の充当を

予定しています。なお、詳細に

ついては、要求水準書（案）Ｐ

２３の(1)7)を参照してくださ

い。 

21 

維持管理・運

営期間 

4 1 1 6 4   ※ 

維持管理・運営期間が２０年に

なっている理由をお聞かせく

ださい。 

本事業は、芸術・文化活動に係

る事業であり、長期にわたる市

民との連携を基本とし、事業の

継続性、安定性、向上を期待し

ていることから、２０年を予定

しています。 

22 

公 益 文 化 施

設 の 運 営 に

係 る 独 立 採

算業務 

4 1 1 6 4 ⑤   

カフェ等業務は必須となって

いますので、運営期間中に撤退

となってしまった場合はペナ

ルティが発生するのでしょう

か。 

販売等業務（任意）についても

同様にご回答願います。 

独立採算業務についても、モニ

タリングを実施し、提案内容が

履行できなければ、何らかのペ

ナルティを想定しています。な

お、ペナルティが目的ではない

ことから、その程度を軽易なも

のとし、独立採算業務を継続さ

せることに重点をおき、柔軟に

対応する予定です。 



 （４） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

23 

事 業 ス ケ ジ

ュール 

4 1 1 8     

工期短縮による工期の前倒し

は評価の対象になりますでし

ょうか。 

本施設の供用開始は、あくまで

も平成２８年１１月とします。

なお、工期短縮が開業準備等に

有効に働くことなどを評価す

るかどうかについては、審査委

員会の審議事項であり、入札説

明書等（落札者決定基準）にお

いて提示します。 

24 

本 施 設 の 整

備 に 係 わ る

業 務 の 対 価

の 一 時 金 の

支 払 い に つ

いて 

5 1 1 9 1    

それぞれの設計業務・調査業務

及び関連業務の全額と、建設業

務及び関連業務の出来高（４

５％を限度）の９０％に相当す

る金額をＨ２７年度の出来高

検査が完了した日以降に一時

金として支払うとありますが、

設計業務・調査業務及び関連業

務の全額をＨ２７年度の早い

時期に支払いし、建設業務及び

関連業務はＨ２７年度の年度

末に支払うという、２段階の支

払いは可能と考えて宜しいで

しょうか。 

ご質問の支払については、平成

２７年度（末）の出来高検査が

完了した日以降速やかに支払

うものとします。なお、詳細に

ついては、入札説明書等におい

て提示します。 

25 

本 施 設 の 整

備 に 係 る 業

務の対価 

5 1 1 9 
1 

2 
   

本施設の整備に係る業務の対

価には、ＳＰＣ設立費用、ＳＰ

Ｃ運営費用（弁護士、税務・監

査報酬等）、金利等が全て含ま

れているという理解でよろし

いでしょうか。また、当該費用

が含まれる場合、支払条件を明

記いただきたく、よろしくお願

いいたします。 

本施設の整備に係る業務の対

価には、選定事業者の開業に要

する諸費用、建中金利・保険料、

選定事業者の資金調達に要す

る諸費用、その他本施設の整備

業務に関して初期投資として

必要となる諸費用を含むもの

とします。なお、詳細について

は、入札説明書等において提示

します。 

26 

一 時 金 の 支

払 い に つ い

て 

5 1 1 9 1    

「平成２７年度の出来高検査

が完了した日以降速やかに」と

ご記載いただいておりますが、

具体的には、平成２７年３月末

までの出来高を４月中には検

査を完了いただき遅くとも５

月中にはお支払いいただける

との理解でよろしいでしょう

か。事業計画策定の上で確認さ

せていただいております。 

ご質問の支払については、平成

２７年度（末）の出来高検査が

完了した日以降速やかに支払

うものとします。なお、詳細に

ついては、入札説明書等におい

て提示します。 

27 

施 設 整 備 対

価 

5 1 1 9 1    

「残額を一括して支払う」の残

額とは、本施設の整備に係る業

務の対価の総額のうち、公益文

化施設の整備に係る什器備品

等調達業務及び関連業務の金

額を控除した金額から、出来高

払い分を差し引いた全額を指

しているという理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。なお、詳

細については、入札説明書等に

おいて提示します。 



 （５） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

28 

本 施 設 の 整

備 に 係 る 業

務の対価 

5 1 1 9 1    

本施設の整備に係る建設業務

および関連業務の対価は、一時

金及び引渡し完了後に残額一

括払いとなっておりますが、建

設期間中のＳＰＣ管理費用お

よび金利等の費用もこの対価

に含まれるとの理解でよろし

いでしょうか。 

番号２５への回答を参照して

ください。 

29 

残額 

5 1 1 9 1    

残額とは、本施設の整備に係る

業務の対価の総額のうち、公益

文化施設に係る什器備品等調

達業務及び関連業務の金額を

控除した金額であって、公益文

化施設の整備に係る調査業務

及び関連業務、公益文化施設の

整備に係る設計業務及び関連

業務、都市公園の整備に係る調

査業務及び関連業務、都市公園

の整備に係る設計業務及び関

連業務の金額と、公益文化施設

の整備に係る建設業務及び関

連業務の平成２７年度の出来

高（４５％を限度）の９０％の

残額という理解でよろしいで

しょうか。 

番号２４、２７への回答を参照

してください。なお、公益文化

施設の整備に係る調査業務及

び関連業務、公益文化施設の整

備に係る設計業務及び関連業

務、都市公園の整備に係る調査

業務及び関連業務、都市公園の

整備に係る設計業務及び関連

業務については、その全部を、

平成２７年度（末）の出来高検

査の対象としていることにご

留意ください。 

30 

什 器 備 品 等

調 達 業 務 及

び 関 連 業 務

の 金 額 の 支

払い 

5 1 1 9 1    

公益文化施設の整備に係る什

器備品等調達業務及び関連業

務の金額の支払いが、元金均等

による割賦支払になっている

理由をお聞かせください。当該

業務の性質上本施設の引き渡

しが完了すると同時に一括で

支払われるべき対価であると

考えます。また、事業期間と同

じ２０年割賦にすることで事

業者が２０年分の割賦利息を

見積もる必要があり、本事業の

ＶＦＭに大きな影響を与えか

ねません。さらには、当該業務

で整備する什器備品の耐用年

数が２０年以内のものも多く

存在すると思慮します。当該業

務の支払については引渡完了

後速やかにお支払い願いたい

と存じます。 

市の財政計画によるもので、割

賦にともなう金利支払額を含

めて元金均等にて支払うもの

とします。また、番号６への回

答も参照してください。なお、

詳細については、入札説明書等

において提示します。 

31 

業 務 の 対 価

の支払回数 

5 1 1 9 
2 

4 
   

委託料の支払いは年４回の全

８０回、割賦金の支払いは年２

回の全４０回と異なっており

ますが、その意図は何でしょう

か１回あたりの支払い額を同

額とするため、割賦金の支払い

も、年４回の全８０回にしては

本施設の整備及び開業準備に

係る業務の支払（一括支払を除

く確定債務に相当）については

年２回とし、本施設の維持管理

及び運営にかかる業務の支払

（委託料に相当）については、

年４回とし、業務に支障のない
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いかがでしょうか。 よう、かつ、事務が煩雑となら

ないように設定しています。 

32 

支 払 に 関 す

る事項 

＜ 本 施 設 の

整 備 に 係 る

業 務 の 対 価

＞ 

5 1 1 9 2    

本施設の整備に係る業務対価

のうち、割賦の対象となる業務

がございますが、割賦手数料算

定の上での基準金利は入札公

告で示される理解で宜しいで

しょうか。 

ご理解のとおり、基準金利に関

する規定については、入札説明

書等において提示します。 

33 

開 館 準 備 業

務 の 蔵 書 等

調 達 業 務 の

金 額 の 支 払

い 

5 1 1 9 4    

開業準備業務に係る業務の対

価のうち蔵書等調達業務及び

関連業務の金額の支払いにつ

いて、元金均等による割賦支払

いとした理由をお聞かせくだ

さい。事業期間と同じ２０年割

賦にすることで事業者が２０

年分の割賦利息を見積もる必

要があり、また当該蔵書の大半

が２０年以内で除籍される可

能性が高いと思われますので

当該業務の支払については引

渡完了後速やかにお支払い願

いたいと存じます。 

市の財政計画によるもので、割

賦にともなう金利支払額を含

めて元金均等にて支払うもの

とします。 

34 

本 施 設 の 運

営 に 係 る 業

務対価 

5 1 1 9 6    

公益文化施設の運営に係る図

書館業務のうち毎年の図書購

入費、公益文化施設の運営に係

る美術館（市民ギャラリー）業

務のうち毎年の催事実施費（開

館後約３年間は除く）について

は、業務対価とは別に市が負担

すると記載されていますが、開

館後３年間の費用負担は、本施

設の運営に係る業務対価に含

むとの理解でよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。なお、開

館後約３年間を除くのは、美術

館（市民ギャラリー）業務のう

ち毎年の催事実施費のみに関

する規定であり、図書館業務の

うち毎年の図書購入費に関す

る規定でないことに留意して

ください。詳細については、入

札説明書等において提示しま

す。 

35 

本 施 設 の 運

営 に 係 る 業

務対価 

5 1 1 9 6    

『公益文化施設の運営に係る

美術館（市民ギャラリー）業務

のうち毎年度の催事実施費（開

館後約３年間は除く）について

は、業務対価とは別に市が負担

する。』と記載がありますが、

開館後の３年間は選定事業者

の負担となるのかご教示願い

ます。 

ご理解のとおり、美術館（市民

ギャラリー）業務のうち毎年の

催事実施費（開館後約３年間）

については、選定事業者の負担

（本事業の事業範囲内とし入

札価格に含める。）とします。 

36 

催事実施費 

5 1 1 9 6    

「開館後約３年間は除く」とあ

りますが、開館後約３年間分

（約１,５００万円／年間：計

４,５００万円）の催事費は事

業費に含むという理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおり、美術館（市民

ギャラリー）業務のうち毎年の

催事実施費（開館後約３年間）

については、選定事業者の負担

（本事業の事業範囲内とし入

札価格に含める。）とします。

市は、当該約３年間の催事費を

契約額に含むことで確実に担
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保し、選定事業者による事前の

企画や対外交渉などが可能と

なり、結果として意欲的で多彩

な企画（催事）が実現すること

を期待するものです。 

37 

催事実施費 

5 1 1 9 6    

「開館後約３年間は除く」とあ

りますが、開館後約３年間の催

事費用は約１,５００万円／年

間を超えるものでも可能とい

う理解でよろしいでしょうか。 

現段階では、約１,５００万円

／年を想定しており、提案にお

いては、このことを条件（例え

ば、１,５００万円／年を固定）

とする予定です。なお、将来（開

館後約３年間が経過した以降）

において、市民のニーズ等に合

わせて変更する必要が生じれ

ば、本事業のサービス対価とは

別に計上する催事費用にて、柔

軟に対応する予定です。 

38 

運 営 に 係 る

美術館（市民

ギャラリー）

業 務 の う ち

毎 年 の 催 事

実 施 費 に つ

いて 

5 1 1 9 6    

「業務対価とは別に市が負担

する。」の前書きに「開館後約

３年間は除く。」とありますが、

これは平成２８～３０年度の

３か年度分はサービス対価に

含むという認識でよろしいで

しょうか？ 

美術館（市民ギャラリー）業務

のうち毎年の催事実施費（開館

後約３年間（平成２８年１１月

より平成３２年３月までの３

年と５か月間（月割りで計算す

る予定））については、選定事

業者の負担（本事業の事業範囲

内とし入札価格に含める。）と

します。 

39 

個 別 質 問 の

回 答 に つ い

て 

10 2 2      

個別質問回答の送付とありま

すが、質問者にのみ回答が送付

されるのでしょうか 

ご理解のとおりです。なお、個

別質問は、入札参加希望者の固

有の提案に直接係わる内容（主

に、要求水準書等に関する提案

（ＶＥ提案）及び独立採算事業

に関する提案等）に限るものと

し、一般的な（入札参加希望者

に共通の）質問は、入札説明書

等に関する質問（１回目・２回

目）で行うものとします。個別

質問において、一般的な（入札

参加希望者に共通の）質問が含

まれている場合は、入札説明書

等に関する質問回答（２回目）

と併せて公表します。 

40 

ス ケ ジ ュ ー

ル 

11 2 2 4     

提案書提出後のヒアリングは、

プレゼンテーションを含みま

すでしょうか。含まれない場

合、別途その機会をいただける

という理解でよろしいでしょ

うか。 

ヒアリング等の実施について

は、審査委員会の審議事項であ

り、入札説明書等（落札者決定

基準）において提示します。 

41 

構 成 員 と 協

力企業 

11 2 3 1     

構成員とはＳＰＣから業務を

委託される者を指し、第三者

（協力企業）とは構成員から再

委託をうける者を指すとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、構成員とは選

定事業者から業務を委託（発

注）される者をとし、当該構成

員は、市が入札説明書等におい

て提示する当該業務の一部を
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第三者（協力企業）に再委託（再

発注）することも可能なものと

しています。 

42 

構 成 員 と 協

力企業 

11 2 3 1     

入札参加表明の際に提出する

企業名には、協力企業名も含ま

れると考えてよろしいでしょ

うか。 

（協力企業も複数グループへ

の参加を認められないという

条件があるので、協力企業を明

確にする必要があるため） 

入札参加企業又は入札参加グ

ループの構成員は、他の入札参

加グループの構成員としての

重複参加は認めないとともに、

他の入札参加企業又は入札参

加グループの協力企業として

の重複参加も認めないものと

します。ただし、協力企業につ

いては、他の入札参加企業又は

入札参加グループの協力企業

としての重複参加についても

認めるものとします。なお、協

力企業の名称等については、入

札参加表明書及び競争参加資

格申請書の提出時に明記する

必要ありません。提案書におけ

る扱いについては、入札説明書

等において提示します。 

43 

入 札 参 加 者

の参加要件 

11 2 3 1     

運営の総括マネジメント業務

という表記はございますが、事

業全体のマネジメント企業と

しての参加は可能でしょうか。 

事業全体のマネジメントに当

たる者の参加も可能ですが、運

営（総括マネジメント業務）に

当たる者の参加は必須である

ことに留意してください。 

44 

入 札 参 加 表

明書及び 

競 争 参 加 資

格 確 認 申 請

書 の 提 出 に

ついて 

12 2 3 1 1    

提出時に構成員名及び代表企

業名を明記して・・・とありま

すが、入札参加表明書及び競争

参加資格申請書の提出時に、業

務の一部を再委託予定の協力

企業名は記載が必要でしょう

か。 

協力企業の名称等については、

入札参加表明書及び競争参加

資格申請書の提出時には明記

する必要ありません。なお、提

案書における扱いについては、

入札説明書等において提示し

ます。 

45 

構 成 員 の 資

格要件 

12 2 3 2     

「維持管理に当たる者」に関す

る資格要件は無いものと理解

してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。なお、(1)

参加要件、(3)構成員の制限に

ついては、維持管理に当たる者

にも適用されることに留意し

てください。 

46 

参加資格 

12 2 3 2     

運営、維持管理を行う上での参

加資格は、貴市の競争入札参加

資格（役務）等も必要ないとの

理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

47 

工事監理 

12 2 3 2 1   ※ 

「工事監理は設計に当たる者

が実施すること。ただし・・・」

とありますが、企業Ａ（建設に

当たる者）、企業Ａ＋企業Ｂ（設

計に当たる者（ＪＶ企業体））、

という構成員の場合に、企業Ｂ

が工事監理に当たる者となる

ことは構成員の資格要件を満

たしているという理解でよろ

ご理解のとおりです。 
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しいでしょうか。 

48 

建 設 に 当 た

る者 

13 2 3 2 2 ②   

『平成２５・２６年度東根市競

争入札参加資格審査で工事種

目「建築一式」及び「土木一式」

で申請・登録をし』と記載され

ていますが、「建築一式」また

は「土木一式」で申請・登録の

誤りではないでしょうか。ご教

授ください。 

建設に当たる者が１者の場合

は、「建築一式」及び「土木一

式」での申請・登録が必要です。

ただし、建設に当たる者が複数

者の場合は、それぞれ自らが実

施する業務（例えば、都市公園

の整備を実施する建設に当た

る者は土木一式工事の許可だ

けでよい。）に関する申請・登

録のみでよく、当該複数者で

「建築一式」及び「土木一式」

での申請・登録を満たしていれ

ばよいものとします。 

49 

運 営 に 当 た

る 者 の 資 格

要件 

13 2 3 2 3    

運営に当たる者の資格要件で

図書館業務を行う者の資格要

件が記載されておりますが、図

書館業務以外の運営業務に当

たる者の資格要件は特段の資

格要件を設けないとの理解で

よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。なお、(1)

参加要件、(3)構成員の制限に

ついては、すべての運営に当た

る者にも適用されることに留

意してください。 

50 
運 営 に 当 た

る 者 の 資 格

要件 

13 2 3 2 3    － 

本質問は、質問者が非公開を希

望しているため、回答を行いま

せん。 

51 

入 札 参 加 者

の 備 え る べ

き 競 争 参 加

資 格 に 関 す

る 確 認 基 準

日等 

14 2 3 4 2    

競争入札参加資格の登録は設

計企業と建設企業のみ必要で

あり、維持管理企業及び運営企

業の登録は必要ないという認

識でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

52 

最 優 秀 提 案

者の選定 

14 2 4 1 2    

万が一、入札参加者が１者であ

った場合でも、落札者を決定す

るものと理解して宜しいでし

ょうか。 

入札参加者が１者でも入札は

成立しますが、選定事業者の募

集、評価及び落札者の決定にお

いて、当該入札参加者の提案が

公的財政負担の縮減の達成が

見込めない等の理由により、本

事業をＰＦＩ事業として実施

することが適当でないと判断

された場合には、落札者を決定

せず、特定事業の選定を取り消

すこととし、この旨を速やかに

公表するものとします。 

53 
提案審査 

14 2 4 2 2    

審査にあたって、審査項目及び

配点は明示されるのでしょう

か 

ご理解のとおりです。なお、詳

細については、入札説明書等に

おいて提示します。 

54 

落 札 者 を 決

定 し な い 場

合 
15 2 5 2     

入札参加者が１団体又は１社

の場合でも、審査基準等を満た

した場合は落札者（最優秀提案

者）を選定するのでしょうか。 

番号５２への回答を参照して

ください。 

55 特 別 目 的 会 15 2 5 2     代表企業は、落札者が設立する ご理解のとおりです。 
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社の設立 特定目的会社の筆頭株主とな

らない事も可能との理解でよ

ろしいでしょうか。 

56 

特 別 目 的 会

社の設立 

15 2 6 2     

入札参加者の構成員による出

資は必須要件ではないが、入札

参加企業、入札参加グループの

代表企業、建設に当たる者及び

運営（図書館業務）に当たる者

は必ず出資するものとすると

の記載がありますが、運営業務

は図書館業務以外の業務を担

当する構成員の出資は必要な

いとの理解でよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。なお、必

須ではないものとし、出資する

ことを妨げるものではありま

せん。 

57 

構成員、協力

企業 

15 2 6 2     

「構成員」とは、出資の有無を

問わず、本事業の設計、建設、

維持管理、運営業務をＳＰＣか

ら直接受託する者であり、「協

力企業」とは、「構成員」から

再委託（再発注）を受ける者と

いう理解で宜しいでしょうか。 

番号４１への回答を参照して

ください。 

58 
Ｓ Ｐ Ｃ の 所

在地 
15 2 6 2     

ＳＰＣの所在地を本施設内と

することは可能でしょうか。 

不可とします。 

59 

最大出資者 

15 2 6 2     

ＳＰＣに対する出資は、代表企

業が必ずしも最大出資者でな

くてもよいという理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

60 

特 別 目 的 会

社の設立 
15 2 6 2     

「特別目的会社を東根市内に

設立する」とありますが、本施

設内に設立しても宜しいでし

ょうか。 

不可とします。 

61 

代 表 企 業 に

よる出資 
15 2 6 2     

代表企業による出資割合はＳ

ＰＣ株主の内で最大となる必

要はないとの理解でよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

62 

代表企業、建

設 に 当 た る

者 及 び 運 営

企業（図書館

業務）に当た

る 者 に よ る

出資 

15 2 6 2     

万が一、代表企業、建設に当た

る者及び運営（図書館業務）に

当たる者が事業期間中に倒産

し、新たな、代表企業、建設に

当たる者及び運営企業に業務

を発注することとなった場合

においても、当該運営企業によ

る出資は必要となるのでしょ

うか。 

必要となります。 

63 

モ ニ タ リ ン

グについて 

18 3 3 2 4    

独立採算業務（カフェ等業務、

販売等業務）については、貴市

によるサービス対価の支払も

なく、また、施設使用料を事業

者が支払う業務ですのでモニ

タリングの対象外との理解で

番号２２への回答を参照して

ください。 
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よろしいでしょうか。 

64 

モ ニ タ リ ン

グ の 費 用 の

負担 18 3 3 4     

「その他の費用は選定事業者

の負担」とありますが、その他

の費用としては、資料の作成や

事業者の立会いの費用等との

理解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

65 
航 空 保 護 空

域 の 建 築 制

限 

19 4 1 4     

計画地での航空法保護空域の

建築制限があればご教示くだ

さい。 

建築物の高さに係る制限があ

ります。山形県空港事務所（山

形空港内）が窓口になります。 

66 

敷 地 の 航 空

騒 音 に つ い

て 
19 4 1 4     

敷地の航空騒音対策について

施設計画上影響が発生する騒

音レベルかどうかご教示くだ

さい。 

特に考慮すべき騒音の影響は

ないものと想定しています。 

67 

土 地 の 取 得

に 関 す る 事

項 
19 4 2      

独立採算業務で使用する部分

について施設使用料を支払う

ものとするとのことですが、使

用料をご教示ください。 

番号７への回答を参照してく

ださい。 

68 

本 施 設 の 規

模 

20 4 3 2 1    

公益文化施設の延べ面積：約

４,２００㎡と記載されていま

すが、プラスマイナス何㎡の許

容範囲を想定されているか、ご

教授ください。 

市は、従前の概念から約４,２

００㎡は必要と想定していま

すが、本事業がＰＦＩ事業であ

るとともに、複合施設でもある

ことから、延べ面積の許容範囲

を設けることなく、入札参加者

の積極的な提案を求めるもの

とします。 

69 
延 べ 床 面 積

の増減 
20 4 3 2 1    

延べ床面積４２００㎡の増減

の許容範囲をご教示ください。 

番号６８への回答を参照して

ください。 

70 
駐 輪 場 の 床

面積 20 4 3 2 1    

屋根付き駐輪場の床面積は延

べ床面積に含まれないと考え

てよろしいでしょうか。 

屋根付き駐輪場の面積は、市が

想定している約４,２００㎡に

は含まれていません。 

71 

本 施 設 の 規

模 

20 4 3 2 3    

美術館（市民ギャラリー）：市

民ギャラリー約４００㎡、特別

展示室約２００㎡（展示室の

み）とありますが、要求水準書

（案）第２章２施設概要１の２

に美術館（市民ギャラリー）関

係約１,３５０㎡ 展示室合計

約６００㎡と記載されていま

す。市民ギャラリーの展示エリ

アを含め展示スペースが６０

０㎡との理解でよろしいでし

ょうか。 

展示室合計約６００㎡は、特別

展示室約２００㎡（展示室の

み）と市民ギャラリー約４００

㎡（展示室のみ）の合計であり、

当該面積を確保してください。

なお、市は、従前の概念から美

術館（市民ギャラリー）関係約

１,３５０㎡は必要と想定して

いますが、本事業がＰＦＩ事業

であるとともに、複合施設でも

あることから、当該面積に許容

範囲を設けることなく、入札参

加者の積極的な提案を求める

ものとします。 

72 

美 術 館 収 蔵

品について 

20 4 3 3     

美術館収蔵庫に収蔵する収蔵

品リスト、収蔵予定品概要等を

ご教示ください。 

現在、市では、絵画２８０点、

書１６点、その他１７点を、市

公共施設の各所に所蔵してい

ますが、本施設への収蔵数につ

いては、将来を見越して、今後

検討するものとします。 
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73 

美 術 館 収 蔵

庫 の 燻 蒸 設

備について 

20 4 3 3     

収蔵庫の燻蒸設備について、考

え方を御教示ください。 

本施設の収蔵庫に燻蒸設備を

設置する必要はありません。燻

蒸設備を設けることなく、適切

に保全管理を実施してくださ

い。なお、燻蒸が必要な場合に

は、本事業のサービス対価とは

別に、市が負担するものとしま

す。 

74 

リ ス ク 分 担

表（案） 

（ 内 容 変 更

リスク） 

25 9 3     
資料 

1 

業務範囲の縮小、拡充等は基本

的に貴市の指示や判断による

ものと認識しておりますが、こ

れにより事業者に追加費用が

発生する場合は貴市の負担と

することをご検討頂くことは

可能でしょうか。 

将来において、業務範囲の縮

小、拡充等が必要な場合にあっ

ては、サービス対価の増減につ

いてもあわせて検討するもの

とし、このことにより追加（削

除）費用が発生する場合は、そ

の合理的な範囲について、市が

負担するものとします。なお、

詳細については、入札説明書等

（事業契約書（案））において

提示します。 

75 

内 容 変 更 リ

スク※２ 

25 9 3 ※2    
資料 

1 

「ＰＦＩ事業の業務範囲の縮

小、拡充等の内容変更に従い合

理的な範囲を勘案して負担す

る。」とあり、市及び事業者の

双方が副分担となっておりま

すが、入札後においても市の要

望、事業者の要望などに伴いＰ

ＦＩ事業の業務範囲が変更に

なる可能性があるとの理解で

宜しいでしょうか。 

市は、現段階で、業務範囲の縮

小、拡充等を想定しているわけ

ではありません。本事業が、２

０年間の長期にわたる維持管

理・運営期間であるため、将来

において、業務範囲の縮小、拡

充等が必要な場合があると想

定しており、市は、当該事態に

対して、柔軟に対応する予定で

す。また、番号７４への回答も

参照してください。なお、詳細

については、入札説明書等（事

業契約書（案））において提示

します。 

76 

内 容 変 更 リ

スク※２ 

25 9 3 ※2    
資料 

1 

「ＰＦＩ事業の業務範囲の縮

小、拡充等の内容変更に従い合

理的な範囲を勘案して負担す

る。」とあり、市及び事業者の

双方が副分担となっておりま

すが、事業者の提案価格や提案

内容が「合理的な範囲を勘案し

て」、変更になるとの理解で宜

しいでしょうか。 

番号７５への回答を参照して

ください。 

77 

内 容 変 更 リ

スク※２ 

25 9 3 ※2    
資料 

1 

「ＰＦＩ事業の業務範囲の縮

小、拡充等の内容変更に従い合

理的な範囲を勘案して負担す

る。」とあり、市及び事業者の

双方が副分担となっておりま

すが、貴市の判断による業務範

囲の縮小、拡充により事業者に

発生した増加・追加費用は貴市

にご負担頂けるとの理解でよ

番号７４への回答を参照して

ください。 
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ろしいでしょうか。 

78 

リ ス ク 分 担

表（案） 

（ 税 制 度 変

更リスク） 
25 9 6     

資料 

1 

「消費税その他類似の税制度

の新設・変更」について、事業

者の負担が△となっておりま

すが、どのような負担を想定さ

れていますでしょうか。 

消費税に関する税制度変更は

市の負担とします。その他類似

の税制度変更については、原則

として市の負担としますが、具

体的には、事案ごとに協議する

ものとします。なお、詳細につ

いては、入札説明書等において

提示します。 

79 

リ ス ク 分 担

表（案）につ

いて（税制度

変更リスク） 

25 9 6     
資料 

1 

「消費税その他類似の税制度

の新設・変更」について事業者

に副分担の記載がありますが、

消費税及び地方消費税につい

ては、いずれも発注者である貴

市にご負担いただくべきもの

と思料いたしますが、具体的に

は、どのような事象を想定され

ているのでしょうか。 

番号７８への回答を参照して

ください。 

80 

消 費 税 に つ

いて 

25 9 6     
資料 

1 

消費税その他類似の税制度変

更リスクは、事業者が一部分担

することになっていますが

「△」、具体的にどの様な分担

となるのでしょうか。 

できれば、消費税については市

側の負担でお願いいたします。 

番号７８への回答を参照して

ください。 

81 

リ ス ク 分 担

表（案）の共

通 の 税 制 度

変 更 リ ス ク

６ 

25 9 6     
資料 

1 

本事業に係る業務の対価につ

いて、２０１４年４月から改正

される消費税法の計上基準を

お示しいただくことは可能で

しょうか。 

番号７８への回答を参照して

ください。 

82 

リ ス ク 分 担

表（案） 

25 9 12     
資料 

1 

想定されている内容（労務単

価、資材など）とその補正感度

について、公開していただけま

すでしょうか。 

東根市建設工事請負契約約款

に準じた規定とする予定です。

なお、詳細については、入札説

明書等（事業契約書（案））に

おいて提示します。 

83 

引 渡 し の 前

の イ ン フ

レ ・ デ フ レ

（ 施 設 整 備

費用）につい

て 

25 9 12     
資料 

1 

Ｈ２４年度とＨ２５年度では

明らかに物価変動があり、市に

おいてもＨ２４年度積算のＨ

２５年度発注工事に関しては

物価のスライドを事業者側か

らの要望があれば応える処置

をしておりましたが、同じよう

に、今回の市による予算はＨ２

５年度によるものと思われま

す。施設整備はＨ２６・Ｈ２

７・Ｈ２８年度の３ヶ年に及び

ますので、それぞれの年度にお

いて物価変動があった場合は

物価のスライドを適用して頂

けると考えて宜しいでしょう

か。 

番号８２への回答を参照して

ください。 
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84 

リ ス ク 分 担

表（案） 

（ 物 価 変 動

リスク） 

25 9 12     
資料 

1 

「引渡しの前のインフレ・デフ

レ（施設整備費用に相当する部

分）」について、スライド条項

が適用されるものと理解して

宜しいでしょうか。 

番号８２への回答を参照して

ください。 

85 

リ ス ク 分 担

表（案）につ

いて（物価変

動リスク） 25 9 12     
資料 

1 

引渡し前のインフレ・デフレに

ついて、事業者が副分担となっ

ていますが、単品スライド、全

体スライド、ハイパーインフレ

スライド各条項の適用を想定

されているとの理解でよろし

いでしょうか。 

番号８２への回答を参照して

ください。 

86 

物 価 変 動 リ

スク（施設整

備 費 用 に 相

当する部分） 

25 9 12     
資料 

1 

インフレ・デフレとあります

が、インフレ・デフレについて

はどのような指標を用いて判

断されるのかご教示頂きたく

存じます。 

番号８２への回答を参照して

ください。 

87 

物 価 変 動 リ

スク（施設整

備 費 用 に 相

当する部分） 

25 9 12     
資料 

1 

事業者が副分担となっており

ますが、施設整備期間中の物価

変動は事業者にてコントロー

ルできない事項です。全て、貴

市の負担として頂けないでし

ょうか。事業者が物価変動を負

担するとなった場合は、物価変

動に備えた予備費を提案価格

に上乗せすることとなり、貴市

及び提案者にとって不利益と

なる可能性がございます。 

番号８２への回答を参照して

ください。 

88 

リ ス ク 分 担

表 

金 利 変 動 リ

スク 

25 9 13     
資料 

1 

金融機関からの借入を行う際

の基準金利の詳細は入札提案

書にて公表されますでしょう

か。また、提案金利のベースレ

ート金利については基準日の

指定をされますでしょうか。 

ご理解のとおり、基準金利に関

する規定については、入札説明

書等において提示します。な

お、基準金利の改定について

は、本施設の引渡し予定日（初

回の改定時）の２銀行営業日前

のレートと平成３８年１０月

３１日の基準金利の改定日（２

回目の改定時）の２銀行営業日

前のレートを適用して改定を

行う予定です。 

89 

リ ス ク 分 担

表 

資 金 調 達 リ

スク 

25 9 14     
資料 

1 

資金調達リスクは事業者負担

とされていますが、市が必要な

資金補助金、起債等を調達でき

ない場合は、市の負担との理解

で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

90 

リ ス ク 分 担

表（案） 

（ 不 可 抗 力

リスク） 25 9 15     
資料 

1 

「不可抗力リスク」における

「一定の割合」は、入札説明書

等でお示し頂けると理解して

宜しいでしょうか。 

東根市建設工事請負契約約款

に準じた規定とする予定です。

この場合、本施設の整備段階に

ついては、施設整備費の一定割

合とし、維持管理・運営段階に

ついては、本施設の維持管理・

運営費の一定割合となります。
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なお、詳細については、入札説

明書等（事業契約書（案））に

おいて提示します。 

91 

リ ス ク 分 担

表（案）につ

いて（不可抗

力リスク） 25 9 15     
資料 

1 

一定の割合を選定事業者負担

とありますが、不可抗力につい

ては、施設所有者である貴市に

ご負担いただくのが合理的と

思料いたしますので、原則貴市

のご負担との理解でよろしい

でしょうか。 

番号９０への回答を参照して

ください。 

92 

不 可 抗 力 リ

スク 
25 9 15 ※4    

資料 

1 

一定の割合とは事前にはわか

らないのでしょうか。協議の上

決定するということでしょう

か。 

番号９０への回答を参照して

ください。 

93 

資料１ 

リ ス ク 分 担

表（案） 
26 9 15 ※4    

資料 

1 

※４記載の「一定の割合」につ

いては、募集要項にて明示され

るという理解でよろしいでし

ょうか。 

番号９０への回答を参照して

ください。 

94 

用 地 取 得 リ

スク 

26 9 20     
資料 

1 

市が事前に公表した資料から

予見できない土壌汚染、埋蔵文

化財、地中障害物等が発見され

た場合においても市の責任・費

用負担、スケジュールの変更も

可能という理解でよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。なお、詳

細については、入札説明書等

（事業契約書（案））において

提示します。 

95 

リ ス ク 分 担

表（案） 

（ 工 事 遅 延

リスク） 

26 9 22     
資料 

1 

事業者の責めに帰すことので

きない事由による工事遅延に

ついては、貴市の負担という理

解で宜しいでしょうか。 

不可抗力、法令変更及び市の新

たな要求にあっては、ご理解の

とおりですが、その他の事由

（周辺住民による反対を含

む。）については、具体的な事

案ごとに協議するものとしま

す。なお、詳細については、入

札説明書等（事業契約書（案））

において提示します。 

96 

工 事 費 増 大

リスク 

26 9 24     
資料 

1 

念のための確認ですが、物価等

が上昇したことにより工事費

が増大した場合の分担につい

ては、「工事費増大リスク」で

はなく「物価変動リスク」にて

対応して頂けるという理解で

よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。なお、詳

細については、入札説明書等

（事業契約書（案））において

提示します。 

97 

リ ス ク 分 担

表（案）につ

いて（瑕疵担

保） 

26 9 27     
資料 

1 

建設業務に係わる瑕疵担保責

任ついては、公共工事請負約款

に倣い期間は、請負者の故意・

重過失による瑕疵については

１０年、これ以外の場合は２年

との理解でよろしいでしょう

か。 

東根市建設工事請負契約約款

に準じた規定（ただし、「住宅

の品質確保の促進等に関する

法律」の規定を適用する。）と

する予定です。なお、瑕疵担保

に関する修補でない場合であ

っても、維持管理業務の範囲と

して修繕及び更新等が発生す

る場合があることに留意して
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ください。詳細については、入

札説明書等（事業契約書（案））

において提示します。 

98 

リ ス ク 分 担

表（案） 

26 9 29 ※5    
資料 

1 

維持管理・運営費上昇リスクに

おいて、「※５保守点検につい

ては選定事業者の負担、その他

は市の負担とする。」とありま

すが、その保守点検とは法定点

検との理解で宜しいでしょう

か。ご教示下さい。 

各種保守管理（保守点検）業務

には、本施設を要求水準書に示

す機能（性能）が確保できる状

態に維持するための修繕業務

のすべてが含まれており、法定

点検業務のみではないことに

留意してください。 

99 

リ ス ク 分 担

表（案） 

維持管理・運

営費 

上 昇 リ ス ク

について 26 9 29     
資料 

1 

法改正等による保守点検の内

容変更（点検回数の増加等）又

は現行では定めのない法定点

検等が必要となった場合にお

いても選定事業者の負担とな

るのでしょうか。 

法令変更により保守管理の内

容変更（点検回数の増・減等）

が必要な場合にあっては、サー

ビス対価の増減についてもあ

わせて検討するものとし、この

ことにより追加（削除）費用が

発生する場合は、その合理的な

範囲について、市が負担するも

のとします。なお、詳細につい

ては、入札説明書等（事業契約

書（案））において提示します。 

100 

リ ス ク 分 担

表（案）の維

持管理・運営

の 性 能 リ ス

ク３１ 

26 9 31     
資料 

1 

開業後、要求水準不適合（施工

不良）が発見された場合のペナ

ルティについてはどのように

お考えでしょうか 

要求水準不適合（施工不良）が

発見された場合の扱いは、東根

市建設工事請負契約約款に準

じた規定（ただし、「住宅の品

質確保の促進等に関する法律」

の規定を適用する。）とする予

定です。なお、瑕疵担保に関す

る修補でない場合であっても、

維持管理業務の範囲として修

繕及び更新等が発生する場合

があることに留意してくださ

い。詳細については、入札説明

書等（事業契約書（案））にお

いて提示します。 

101 

リ ス ク 分 担

表（案）につ

いて（修繕リ

スク） 26 9 32     
資料 

1 

「上記以外の大規模な修繕」は

事業者が副分担となっていま

すが、本事業は、１５年目まで

は、大規模修繕が発生しないと

理解しているのですが、どのよ

うな事象を想定されているの

でしょうか。 

番号１０への回答を参照して

ください。 

 

＜ 要求水準書（案）に関する質問回答 ＞ 

 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

102 

都 市 公 園 機

能 
4 1 1 2 5 ② ｲ  

都市公園におけるイベントと

は、どのようなイベントを想定

されていますでしょうか。 

クリエイターによるクラフト

展や手作り市などを想定して

いますが、市の規定に沿うもの

であれば、これに限るものでは



 （１７） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

ありません。なお、要求水準書

（案）Ｐ３５の「８ 都市公園

の維持管理に係る保守管理業

務（修繕業務を含む。）」に、都

市公園利用管理業務を追加す

るものとします。 

103 

個別対話（Ｖ

Ｅ） 

4 1 1 3 2    

個別対話においてはＶＥ提案

に係るもの以外は行わないと

いうわけではなく、事業者の事

前質疑への回答及び事業者の

提案内容についての意見交換

も行うという理解でよろしい

でしょうか。 

個別対話は、原則として、個別

質問に基づいて行うものとし

ます。なお、当該個別質問は、

入札参加希望者の固有の提案

に直接係わる内容（主に、要求

水準書等に関する提案（ＶＥ提

案）及び独立採算事業に関する

提案等）に限るものとし、一般

的な（入札参加希望者に共通

の）質問は、入札説明書等に関

する質問（１回目・２回目）で

行うものとします。個別質問に

おいて、一般的な（入札参加希

望者に共通の）質問が含まれて

いる場合は、入札説明書等に関

する質問回答（２回目）と併せ

て公表します。 

104 

公 益 文 化 施

設 の 災 害 時

等への対応 
5 1 1 4     

今回の施設用途の他、周辺施設

との災害時対応や連携につい

て、配慮すべき点はございます

か。 

特段ありません。 

105 
２ ４ 時 間 受

取ボックス 5 1 1 4     － 

本質問は、質問者が非公開を希

望しているため、回答を行いま

せん。 

106 
自動販売機 

7 1 2 1 4 ⑤ ｱ  

自動販売機の台数は提案によ

るとの理解でよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

107 

自動販売機 

7 1 2 1 4 ⑤ ｱ  

自動販売機にて販売する物販

は飲料に限らず提案によると

の理解でよろしいでしょうか。 

市としては、飲料水等を想定し

ていますが、これに限るもので

はなく、具体的な内容等につい

ては、個別質問（独立採算事業

に関する提案）として提出して

ください。 

108 

敷 地 内 各 用

途 地 域 の 面

積 
10 2 1 5     

形態規制が示されていますが、

各用途地域の面積について、道

路からの寸法等にてお示し願

えますでしょうか。 

東根市都市整備課に問い合わ

せください。 

109 

イ ン フ ラ 関

係 

10 2 1 6     

接続位置及び方法等について

は、関係官署等との協議による

とありますが、提案書提出前に

協議を行うことは可能との理

解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

110 
敷 地 の 履 歴

について 
10 2 1 8 1    

敷地の具体的な履歴を教えて

ください、例えばかつては森林

主として畑地です。 



 （１８） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

もしくは、農地だったと考えて

よろしいでしょうか。 

111 

その他 

10 2 1 8 1    

事業予定地において、土壌汚染

や地中障害物が発見された場

合の費用は、貴市の負担との理

解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

112 

施設概要 

11 2 2      

本施設について、避難場所等の

記載はありませんが、貴市の指

定避難場所となりますでしょ

うか。 

想定していません。 

113 

公 益 文 化 施

設の面積 

11 2 2 1     

公益文化施設におけるそれぞ

れの施設について、「約●㎡」

とご記載頂いておりますが、面

積のずれは何％までが許容範

囲となりますでしょうか。提案

する面積の差による競争条件

の不公平をなくす意味でもご

教示頂きたく存じます。 

市は、従前の概念から、図書館

関係約１,９００㎡、美術館（市

民ギャラリー）関係約１,３５

０㎡、市民活動支援センター関

係約２７０㎡、全体の延べ面積

約４,２００㎡は必要と想定し

ていますが、本事業がＰＦＩ事

業であるとともに、複合施設で

もあることから、延べ面積の許

容範囲を設けることなく、入札

参加者の積極的な提案を求め

るものとします。ただし、展示

室合計約６００㎡は、特別展示

室約２００㎡（展示室のみ）と

市民ギャラリー約４００㎡（展

示室のみ）の合計であり、当該

面積を確保してください。 

114 

全 体 の 延 べ

面積 
11 2 2 1 5    

施設全体の延べ面積について

は、建築基準法に基づく算定面

積を想定されているでしょう

か。ご教示ください。 

ご理解のとおりです。 

115 

公 園 の 位 置

と 形 状 に つ

いて 11 2 2 2 3    

公園の接道条件、及び平面形状

の縦横比等の条件があればご

教示ください。 

適切に接道している一団の土

地（公益文化施設の敷地を囲み

込むようなものは不可とす

る。）であれば、特段の条件は

ありません。 

116 
駐 車 場 の 切

り込み位置 11 2 3 1 1 
③ 

⑤ 
  

前面道路から駐車場への進入

路の位置、箇所数について条件

があればご教示ください。 

交差点からの距離、歩車分離等

において適切な範囲であれば、

特段の条件はありません。 

117 

中 高 一 貫 校

について 
11 2 3 1 1 ④   

【資料１ 山形県立東根中高一

貫校（仮称）配置図等】を参照

とありますが、いつ頃ご公表さ

れる予定でしょうか。 

平成２５年１１月１４日（木）

に、基本プランの配置図と平面

図を、市のＨＰで公表する予定

です。 

118 
ア ク セ ス に

ついて 11 2 3 1 1 ⑤   

事業計画地は四方、市道に囲ま

れていますが、車両アクセスの

制限はございますか。 

番号１１６への回答を参照し

てください。 

119 

防 災 へ の 対

応 
12 2 3 1 1 ⑨   

防災備品の備蓄や防災拠点と

しての機能は想定されていま

すでしょうか。また、当該機能

が必要な場合、備蓄の量、受け

想定していません。 
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番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

入れ人数及び日数の想定等は

ございますでしょうか。 

120 

防 災 へ の 対

応 

12 2 3 1 1 ⑨   

貴市で提示している具体的な

防災計画、災害対策ガイドライ

ン等で遵守すべき指針がござ

いましたら、ご教示いただきた

く、よろしくお願いいたしま

す。 

本施設を規定するものは、特に

ありません。 

121 

施設（建物）

周 辺 部 の セ

キ ュ リ テ ィ

レ ベ ル の 考

え方 

12 2 3 1 2 ② ｱ  

ガラス破壊による侵入防止と

は、破壊を電気的に検知し警報

の発出により侵入異常を報知

する事でも構わないでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

122 

施設（建物）

内 部 の セ キ

ュ リ テ ィ レ

ベ ル の 考 え

方 
12 2 3 1 2 ③   

必要に応じてエリア毎に区分

できるセキュリティ計画に機

械警備も合わせて配置する事

も含みますか。 

多様なパターンでの利用が可

能となるように、必要に応じて

エリア毎に区分できるセキュ

リティ計画としてください。た

だし、機械警備については、当

該セキュリティ計画に完全に

（１対１で）合致させることを

要求するものではありません。 

123 

照度条件 

16 2 3 4 6 ② ｸ  

照度条件については別紙１１

に記載以外はＪＩＳ-Ｚ-９１

１０-８９とありますが、最新

の基準はＪＩＳ-Ｚ-９１１０-

２０１１になっております。表

記の通り、ＪＩＳ-Ｚ-９１１０

-８９基準によるものと考えて

よろしいでしょうか。ご教示く

ださい。 

ご指摘のように、最新の基準で

あるＪＩＳ-Ｚ-９１１０-２０

１１を適用するものとします。 

124 

防犯設備 

18 2 3 4 6 ⑭   

監視カメラは、事務室（管理室）

にてモニター監視を行なうと

ありますが、常時モニターを監

視する必要はなく、事案発生後

にチェックを行なう理解で宜

しいでしょうか。また、記録は

どのくらいの期間が必要でし

ょうか。記録を市に提出する必

要はありますか。 

常時のモニター監視は不要と

し、記録の期間については、適

切な範囲であれば、選定事業者

の提案によるものとします。な

お、事案等の発生がないかぎ

り、市への提出は不要としま

す。 

125 

監視カメラ 

18 2 3 4 6 ⑭ ァ  

監視カメラは屋外の都市公

園・駐車場内にも設置は必要で

しょうか。 

市民活動支援センター内では

録画機能付きとなっています

ので、他も同様とのことでしょ

うか。 

都市公園への設置は想定して

いません。ただし、公益文化施

設の外部（駐車場、駐輪場、外

構等を含む。）には、適宜設置

するものとします。なお、監視

カメラは、すべて記録機能付

（事務室（管理室）に設置す

る。）としてください。 

126 
映像・音響設

備 18 2 3 4 6 ⑯   

将来、市民の要望等によりギャ

ラリーや共用部を活用したコ

ンサートを開催することとな

市の負担で楽器等を購入する

ことは想定していません。 



 （２０） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

った際に、貴市の負担にて楽器

等を購入していただくことは

可能でしょうか。 

127 

駐車場、駐輪

場 
20 2 3 5 3    

駐車場、駐輪場には自動二輪の

駐車場も含まれるのでしょう

か。必要であれば内訳をご提示

ください。 

自動二輪については、駐車場や

駐輪場を利用できるようにす

ることで対応してください。 

128 

除 雪 作 業 の

有無 

20 2 3 5 3 ④   

冬季の除雪作業は、実施方針等

説明会において、市では行わな

いとの説明がありましたが、要

求水準書（案）に示すように、

選定事業者において除雪を行

い、雪押しスペースを確保する

計画と考えてよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおり、敷地内での除

雪（利用者のアクセス、駐車場

の確保、施設の維持管理・運営

に必要な範囲とする。）を想定

しており、敷地外への排雪は想

定していません。ただし、雪押

し（堆雪）スペースが足りなく

なった場合に限り、敷地外への

排雪も必要となります。 

129 

除 雪 作 業 の

範囲 

20 2 3 5 3 ④   

上記②を計画する場合、想定す

る除雪の範囲についてお知ら

せ願えますでしょうか。 

敷地内での除雪の範囲は、利用

者のアクセス、駐車場の確保、

施設の維持管理・運営に必要な

範囲を想定しています。なお、

車いす利用者用とチャイルド

シート装着車用の３台分には、

庇又は屋根等を設置する必要

があることに留意してくださ

い。 

130 

分 筆 と 申 請

敷地 

20 2 4 1 2    

「市は都市公園部分を分筆す

る予定である」との記述があり

ますが、提案建物の確認申請等

の申請上の敷地は、都市公園部

分を含めた全域と考えてよろ

しいでしょうか。 

公益文化施設の敷地は、事業予

定地（２２,４９２㎡）から都

市公園（７,３４８㎡）を除い

た範囲（１５,１４４㎡）とし

ます。 

131 

公 園 駐 車 場

（ 駐 車 ス ペ

ース） 
21 2 4 4 3    

「公園駐車場にあわせて、駐輪

スペースを確保する。」とあり

ますが、その規模・しつらえな

どは提案によるものと考えて

よろしいでしょうか。ご教示く

ださい。 

都市公園における駐輪スペー

スは、約２０台を想定していま

す。なお、屋根などの工作物の

設置は想定していません。 

132 
公園駐車場 

21 2 4 4 3    

都市公園の駐輪スペースの必

要台数を指定頂けますでしょ

うか。 

番号１３１への回答を参照し

てください。 

133 

公 園 駐 車 場

の計画方針 

21 2 4 4 3    

公園駐車場１０台程度と公益

文化施設の駐車場１５０台程

度は、出入口を同一とし、駐車

スペースを一体とした中で、エ

リアとして分離する計画とす

ることでよろしいでしょうか。 

補助事業及び管理等の関係か

ら、公益文化施設の駐車場と都

市公園の駐車場については、出

入口を含めて完全に分離して

ください。 

134 

公衆トイレ 

21 2 4 4 4    

市より引き渡されるもの以外

の事業者が負担する基礎工事

や配管工事などの仕様につい

ては、既存建物と同じと考えて

ご理解のとおりですが、独自の

提案を妨げるものではありま

せん。 
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番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

よろしいでしょうか。ご教示く

ださい。 

135 

公衆トイレ 

21 2 4 4 4    

移築する公衆トイレについて、

仕上げ材の追加や形状の一部

変更など、外観に手を加えるこ

とは可能でしょうか。ご教示く

ださい。 

可能とします。 

136 

公 衆 ト イ レ

の 曳 き 移 転

について 

21 2 4 4 4    

曳き移転先の基礎工事及び衛

生器具・建具と上屋を基礎へセ

ットし、上下水道の配管布設、

電気配線照明に至るまでの全

てを市が別途発注し対応する

と考えて宜しいでしょうか。 

市は、選定事業者が指定する位

置の近傍まで公衆トイレ（上屋

のみ）を曳き移転し、公衆トイ

レ（上屋）、建具及び衛生器具

を選定事業者に引き渡すもの

とします。なお、これら以外の

必要となる工事については、都

市公園の整備に係る業務とし

て、選定事業者の負担（本事業

の事業範囲内とし入札価格に

含める。）とします。 

137 

ア ド バ イ ザ

リ ー 業 務 に

ついて 
23 2 5 1 5    

「市がアドバイザリー業務を

委託した者と連携をとり」とあ

りますが、」その期間は設計完

了までと考えてよろしいか 

本施設の完成・引渡しまでを予

定しています。 

138 

国 庫 交 付 金

について 

23 2 5 1 7    

予定されている国庫交付金以

外に交付を受ける予定はある

でしょうか。あれば、その内容

と、充当される整備費項目につ

いてご教示ください。 

現段階では、施設整備費の一部

に、国土交通省社会資本整備総

合交付金（都市再生整備計画事

業）の充当を予定しており、そ

の他の交付金は予定していま

せん。 

139 

安全対策 

23 2 6 2 2    

工事車両の通行について、事前

に道路管理者等と打合せを行

い十分な配慮を行うとありま

すが、提案書提出前に協議を行

うことは可能との理解で宜し

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

140 

環 境 対 策 に

ついて 

24 2 6 3 2    

工事の施工に伴い通常避ける

ことができない騒音、振動、地

盤沈下、地下水の断絶等の理由

により第三者に損害を及ぼし

たときは、貴市にてご負担いた

だけるとの理解でよろしいで

しょうか。これは国土交通省の

公共工事標準請負契約約款に

も記載があり、昨今のＰＦＩ事

業では広く一般的にお認めい

ただいている内容ではござい

ますが、念のため確認させてい

ただきたく存じます。 

東根市建設工事請負契約約款

に準じた規定とする予定です。

ただし、本事業がＰＦＩ事業

（設計・建設を一括で発注）で

あるため、「工事の施工に伴い

通常避けることができない騒

音、振動、地盤沈下、地下水の

断絶等」が、そもそも、選定事

業者に固有（特有）の設計・工

法・仮設等に起因することが明

らかな場合にあっては、選定事

業者の費用負担となる場合が

あります。なお、詳細について

は、入札説明書等（事業契約書

（案））において提示します。 

141 開 業 準 備 期 24 2 6 7 3    開業準備期間につきましては、 ご理解のとおりです。なお、開
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間の定義 開館スケジュールに支障を来

さないことを前提に、貴市の想

定と前後しても問題ないとい

う理解でよろしいでしょうか。 

業準備等にも、必要十分な期間

を確保できるように配慮して

ください。 

142 

隣 接 し て 建

設 さ れ る 県

立 東 根 中 高

一 貫 校 に つ

いて 

25 2 8 1     

隣接して建設される県立東根

中高一貫校について、配置図等

の資料等が県より提供され次

第提示するとの記述がありま

す。その計画の内容によって

は、公益文化施設整備事業に大

きな影響を与える可能性があ

ります。 

平面図・立面図・断面図、建物

の階数・高さ・デザイン等、学

校で展開される活動や建物の

物理的心理的影響を予測でき

る、必要な資料を提供いただけ

るとの理解でよろしいでしょ

うか。 

ご質問の趣旨に沿うよう、県へ

要望します。 

143 

広報等業務 

26 3 2 1     

パンフレット等の作成とあり

ますが、必要部数はどれくらい

でしょうか。 

パンフレット等とは、あくまで

も、市及び選定事業者が、本施

設を紹介するために必要とし

て想定しているものの事例で

あり、より十分に理解してもら

うものであれば、方法、内容及

び部数にこだわるものではあ

りません。 

144 

さ く ら ん ぼ

図 書 館 よ り

の移管資料 
26 3 2 2     

「現在のさくらんぼ図書館よ

り約４万冊を整備移管する」と

ありますが、別紙１７にあると

おり、現有蔵書は約４６,００

０冊です。移管図書の選定は事

業者側業務でしょうか 

さくらんぼ図書館からの移管

図書の選定は、選定事業者が提

案を行い、市が決定するものと

します。 

145 

※ 開 業 準 備

（２）の１）

～４）の費用 

27 3 2 2 4    

開業準備（２）蔵書等調達業務

及び関連業務の１）～４）の費

用（一定額２億円）は、実施方

針５頁＜本施設の開業準備に

係る業務の対価＞４）記載の蔵

書等調達業務及び関連業務の

金額を指し、割賦金として支払

う対象との理解でよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。なお、【別

紙１４】についても参照してく

ださい。 

146 

図 書 館 催 事

業務 
27 3 2 4 1    

開業前に行う催事については

事業者の提案によるとの理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、開業時（開業

の前後を含む。）に行う催事は、

選定事業者の提案によるもの

とします。 

147 

美術館（市民

ギャラリー）

催事業務 
27 3 2 5 1    

開業前に行う催事については

事業者の提案によるとの理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、開業時（開業

の前後を含む。）に行う催事は、

選定事業者の提案によるもの

とします。 
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148 

美術館（市民

ギャラリー）

催 事 業 務 及

び関連業務 

27 3 2 5 2    

美術館の催事にてギャラリー

や共用部を活用したコンサー

トの開催は事業者の提案によ

るとの理解でよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおり、開業時（開業

の前後を含む。）に行う催事は、

選定事業者の提案によるもの

とします。 

149 

大 規 模 修 繕

について 

28 4 1 1    ※ 

貴市にて予め指定する部位の

大規模な修繕等については、貴

市にてご負担いただけるとの

ことですが、当該費用の算出に

ついては、当該修繕が必要とな

る時期に適宜貴市にて算出い

ただき、本事業の提案書提出に

あたり、事業者側にて算出する

必要はないとの理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおり、提案書におい

て、ご質問の費用を提出する必

要はありません。ただし、市で

（１６年目以降であって）予め

指定する部位の大規模な修繕

等の費用について、当該大規模

な修繕等を実施する事前（少な

くとも２年以上前）の段階にお

いて、必要となる内容及び規

模、実施の時期（優先順位を含

む）、実施の費用等の参考資料

等の提出を求める予定です。 

150 

大 規 模 な 修

繕 

28 4 1 1    ※ 

「最初の１５年間は大規模な

修繕を必要としないように」と

ありますが、電灯設備など設備

によっては１５年以内に一般

的な寿命といわれる時期を迎

えるものもあります。このよう

な設備についても、経常修繕で

対応することとし、大規模修繕

の費用は見込まないとの理解

で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。番号１０

への回答を参照してください。 

151 

大 規 模 な 修

繕 

28 4 1 1    ※ 

指定する部位として、内装や床

の大規模修繕が含まれていま

せんが、これらの記載の無い部

位は、基本的に大規模修繕を実

施することを想定しておらず、

経常修繕で対応する方針であ

るとの理解で宜しいでしょう

か。 

番号１０への回答を参照して

ください。 

152 

修繕計画 

29 4 1 6     

２０年間の修繕計画を作成す

ることとなっておりますが、市

が負担する大規模修繕につい

ては記載不要との理解で宜し

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

153 

維 持 管 理 に

係 る 建 築 物

保 守 管 理 業

務 

30 4 2 2 1 ②   

『建築基準法による建築設備

定期報告業務を行い』と記載し

てありますが、特殊建築物とし

て特殊建築物定期調査との認

識でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりですが、「① 関

連法令等の定めにより法定点

検を行い、必要に応じて関係官

署へ報告する。」としているこ

とにも留意してください。 

154 

事 業 期 間 終

了時の検査 

30 4 2 5     

事業期間の終了に伴う検査に

おいて不備が認められた場合

の修繕において、修繕費の負担

については軽微なものと大規

模（例えば３）の構造上有害な

クラック等）になってしまった

当該検査の対象は、あくまでも

維持管理業務、運営業務を対象

とするものです。なお、維持管

理業務には、本施設を要求水準

書に示す機能（性能）が確保で

きる状態に維持するための修
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場合が予想されますが、どのよ

うな対応をすればよいでしょ

うか。 

繕業務のすべてが含まれてお

り、これを満たさない場合にあ

っては、原則として、選定事業

者が修繕を行うものとしてい

ることに留意してください。 

155 

事 業 期 間 終

了 時 の 検 査

について 30 4 2 5 

1 

2 

3 

   

不備が認められた修繕項目１）

～３）については、貴市にて別

途費用を算出いただいた上で

ご負担いただけるとの理解で

よろしいでしょうか。 

番号１５４への回答を参照し

てください。 

156 

消 耗 品 の 交

換 
31 4 3 4     

管球類やフィルター等の各種

建築設備の消耗品で、貴市から

支給されるものはございます

でしょうか。 

市から支給するものはありま

せん。 

157 
消 耗 品 の 交

換 33 4 4 3     

什器備品等の消耗品で、貴市か

ら支給されるものはございま

すでしょうか。 

市から支給するものはありま

せん。なお、番号６への回答も

参照してください。 

158 

外 構 の 除 雪

作 業 に つ い

て 

34 4 5 5     

東根市の市有施設又は市道等

の除雪作業の有無を判断する

積雪量の基準があれば、参考と

して開示いただけないでしょ

うか。 

市公共施設（市有施設）は午前

２時３０分の時点で新雪深１

０㎝以上の場合又は新雪深１

０㎝に達すると見込まれる場

合を、市道は午前２時の時点で

新雪深１０㎝以上の場合又は

新雪深１０㎝に達すると見込

まれる場合を、それぞれ除雪作

業を必要とする基準としてい

ます。 

159 

ごみ処理 

35 4 6 2 5    

発生したごみについて搬出処

分とありますが、これは施設内

のごみ置場に集積するまでが

業務であり、廃棄物処理業者に

よる収集までは含まれないと

の理解で宜しいでしょうか。 

本事業において発生するゴミ

は、すべてを事業ゴミとして扱

い、選定事業者が、許可業者（産

業廃棄物処理業者）に処分を委

託するものとします。 

160 

警備業務 

35 4 7 1 1    

防災諸設備及び各種警報機器

等のセンター監視は機械警備

でよいでしょうか。また防災諸

設備、各種警報機器は具体的に

どのような設備機械になりま

すか。 

原則として、機械警備（特に夜

間・休館日）とします。なお、

防災諸設備、各種警報機器等

は、関係する法令等に基づくと

ともに、本施設を全面的に維持

管理、運営する選定事業者の提

案によるものとします。要求水

準書（案）Ｐ１８の⑭ウを参照

してください。 

161 

警備業務 

35 4 7 1 1    

３６５日２４時間対応とあり

ますが、施設整備の要求水準に

も記載があるように、夜間・休

館日は機械警備による対応で

良いとの理解で宜しいでしょ

うか。 

番号１６０への回答を参照し

てください。 

162 
警備業務 

35 4 7 1 1    
警備業務については、開館時間

中の警備員の常駐を必須とし

市は、警備業務の実施方法につ

いて、常駐、半常駐、巡回等を
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ておらず、午後のみ常駐とする

など、スポット的な対応或いは

巡回警備等による対応でも良

いとの理解で宜しいでしょう

か。 

必須とはしていません。具体的

には、選定事業者の提案による

ものとします。 

163 

警備業務 

35 4 7 1 4    

関係者不在時の施設警備は、建

物への侵入及び敷地外周への

侵入警戒を含みますか。 

警備業務は、原則として、建物

への侵入警戒を対象とし、敷地

外構部分及び都市公園への進

入警戒を含める予定はありま

せん。 

164 

警備業務 

35 4 7 2     

「警備業務記録は事業期間終

了時まで保管する。」とありま

すが、電子媒体等による保管で

も可能でしょうか。 

可能としますが、必要に応じて

出力できるようにしてくださ

い。 

165 

消 耗 品 の 交

換について 
36 4 8 4     

公衆トイレの消耗品の交換と

は、トイレットペーパーは市が

支給し事業者が交換をすると

考えて宜しいでしょうか。 

公益文化施設と同様に、選定事

業者の負担（本事業の事業範囲

内とし入札価格に含める。）と

します。 

166 

都 市 公 園 の

除雪 
36 4 8 5 

1 

2 
   

想定外の大雪による樹木の損

壊や、あずまやの倒壊等は不可

抗力扱いとなるという理解で

よろしいでしょうか。 

日常の危機管理（豪雪への対策

を含む。）が重要と考えており

ます。大雪は、不可抗力ではな

いと考えています。 

167 

施 設 の 利 用

時 間 に つ い

て（図書館・

美 術 館 等 含

む） 

39 5 2 2     

施設の利用時間については、提

案内容により変更する事は可

能でしょうか。 

図書館の利用時間については、

市民の声を反映していること

から、基本的には、変更する予

定はありません。 

168 

図 書 館 業 務

の 貸 出 対 象

者 39 5 2 2 1    

貸出対象者が「市内外を問わな

い」となっておりますが、なぜ

このような判断をされたのか

理由をお聞きしたいと存じま

す。 

既存のさくらんぼ図書館にお

いて「市内外を問わない」との

扱いをしており、本事業におい

ても、同様のサービス水準を維

持することとします。 

169 

図 書 館 の 利

用時間 

39 5 2 2 2    

図書館の運営時間や休館日、特

別整理期間等は変更もあるの

でしょうか。また、事業者から

の提案でなく市の行事などに

よって決定されるのでしょう

か。 

図書館の利用時間については、

市民の声を反映していること

から、基本的には、変更する予

定はありません。ただし、年間

開館日数は、３３０日程度と

し、選定事業者の提案によるも

のとします。 

170 

ボ ラ ン テ ィ

ア に よ る サ

ービス 
39 5 2 2 5    

現行のボランティアによる高

齢者への図書宅配サービスは

無償、無報酬でしょうか。 

有償（交通費相当分）とし、１

回につき１,０００円／人を支

払っています。なお、指定管理

者負担で１人当たり年間３０

０円のボランティア保険に加

入しています。 

171 

他 の 公 共 図

書 館 等 と の

ネ ッ ト ワ ー

ク構築 

40 5 2 2 8    

他の公共図書館とのネットワ

ークの構築というのは、山形県

内に限らず広くネットワーク

を構築するということでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 
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172 

金 額 の 表 記

について 

40 5 2 2 13    

「市が選定事業者に約２,００

０万円の支払を予定している」

と記載されていますが、税抜き

の金額という理解でよろしい

でしょうか。 

また、要求水準書（案）や別紙

の各所にも金額表記がありま

すが、全て税抜きの金額という

理解でよろしいでしょうか。 

特記がないかぎり、すべて消費

税込みの金額です。なお、詳細

については、入札説明書等にお

いて提示します。 

173 

毎 年 度 の 図

書 資 料 調 達

費用 
40 5 2 2 13    

約２,０００万円の支払い費目

は備品費でしょうか、委託費で

しょうか。あるいは分散させる

のでしょうか 

現段階では、委託料での支払を

想定していますが、具体的に

は、選定事業者との協議による

ものとします。 

174 

美術館（市民

ギャラリー）

の開館時間 
40 5 2 3 1    

休館日や開館延長時間につい

ては事業者で提案し、市で決定

する方針となるのでしょうか。 

ご理解のとおり、美術館（市民

ギャラリー）の休館日や開館延

長時間については、選定事業者

の提案によるものとします。 

175 

企 画 展 示 等

の 催 事 の 実

施 

40 5 2 3 9    

毎年４回「程度」の催事の実施

とありますが、最低限４回実施

が必要、４回未満は不可という

ことでしょうか。また回数上限

等はございますでしょうか。 

市は、年間１００日以上の企画

展示を想定しており、メインと

なる企画展示を年４回程度と

し、その他（サブ）の企画展示

とあわせて、年間企画展示開催

日数を１００日以上とします。

なお、要求水準書（案）Ｐ４０

の「(3) 運営に係る美術館（市

民ギャラリー）業務（留意事

項）」の9)を「メインとなる企

画展示を年４回程度とし、その

他（サブ）の企画展示とあわせ

て、年間企画展示開催日数を１

００日以上とする。市は、当該

企画展示の催事費用として、本

事業のサービス対価とは別に

約１,５００万円（当該企画展

示の実施に当たって外部に対

する出費等からなる。）の支払

を予定している。」と変更しま

すので留意してください。ま

た、番号３７への回答も参照し

てください。 

当該催事費用（約１,５００万

円）は、実費精算（原則として、

企画展示の開催の都度とす

る。）により、市から選定事業

者に直接支払う予定です。な

お、当該催事費用（約１,５０

０万円）は、年度をまたがる繰

越を想定していません。 

176 
企 画 展 示 等

の 催 事 の 実

施 

40 5 2 3 9    

約１,５００万円を上限に、実

施回数４回程度や催事内容を

事業者にて提案するとの理解

番号１７５への回答を参照し

てください。 



 （２７） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

でよろしいでしょうか。また、

当該費用は、実費精算にてＳＰ

Ｃに直接支払われるとの理解

でよろしいでしょうか。 

177 

企 画 展 示 等

の 催 事 に つ

いて 

40 5 2 3 9    

貴市にてご負担いただける毎

年４回程度の催事の実施につ

いて、当該約１,５００万円は

外部に対する出費等とのこと

ですが、ＳＰＣが一旦受領して

支払うのでしょうか、それとも

直接貴市にて外部に実費を支

払われるのでしょうか。 

番号１７５への回答を参照し

てください。 

178 

企 画 展 示 等

の 催 事 に つ

いて 
40 5 2 3 9    

約１,５００万円の催事費用は

実施後に支払われるのでしょ

うか。それとも実施前でしょう

か。また、「約」１,５００万円

とありますが、許容範囲はどの

くらいでしょうか。 

番号１７５への回答を参照し

てください。 

179 

公 益 文 化 施

設 内 で の 市

民 活 動 に 関

して 

40 5 2 3 9    

毎年４回程度多様な企画展示

等の開催を実施する。市は、催

事費用として、本事業のサービ

ス対価とは別に約１,５００万

円（当該事業の実施に当たって

外部に対する出費等からなる）

の支払いを予定してる。なお、

それ以外の選定事業者自らが

行う実施事業は、サービス対価

に含むと記載がありますが、サ

ービス対価と別に支払われる

１,５００万円は事業年度の繰

り越しは可能でしょうか。ご教

示ください。 

番号１７５への回答を参照し

てください。 

180 

企 画 展 示 等

の 催 事 に つ

いて 

40 5 2 3 9    

「それ以外の選定事業者にて

実施する催事はサービス対価

に含む」との記載がございます

が、４回までの催事について

は、サービス対価とは別とし、

５回以上行う場合は、サービス

対価に含めるということでし

ょうか。それとも全く主旨の異

なる催事を想定されているの

でしょうか。 

番号１７５への回答を参照し

てください。 

181 

運 営 に 係 る

美術館（市民

ギャラリー）

業務のうち、

企 画 展 示 棟

の 催 事 費 用

について 

40 5 2 3 9    

「市は、催事費用として、本事

業のサービス対価とは別に約

１,５００万円（当該催事の実

施に当たって外部に対する出

費等からなる。）の支出を予定

している。」とありますが、こ

の金額には消費税含まれてい

ないという認識でよろしいで

しょうか？ 

番号１７２への回答を参照し

てください。 



 （２８） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

182 
（）番号につ

いて 41 5 2 
3 

4 
    

該当ページの（３）、（４）につ

いては、（４）、（５）の誤りで

しょうか。 

要求水準書（案）Ｐ４１の(3)、

(4)は誤植であり、(4)、(5)に

変更します。 

183 
催 事 費 用 に

関して 
41 5 2 3 4    

各団体が市民向けに各種講座

を開催したり、自ら研修会やミ

ーティングをするなど、団体活

動が活発に行われるよう支援

する。との記載がありますが、

公益文化施設内での「営利目的

の活動」に制限は設けられてい

るでしょうか。例えば東根市外

に拠点を置く市民団体の活動

に関して等、規定があればご教

示ください。 

営利目的の場合であっても、市

民を対象とし、市民サービスに

つながるものであれば、市外の

市民団体の活動も拒むことは

想定していません。なお、当該

事項等について、施設整備の段

階の進捗にあわせて、設置条例

等で諸規定を定める予定です。

また、営利目的の場合は、使用

料金の設定を変える（高くす

る）予定です。 

184 

運 営 に 係 る

市 民 活 動 支

援 セ ン タ ー

業務（留意事

項） 

41 5 2 3 6    

印刷機、紙折り機、カラープロ

ッター、製本機はリース方式を

想定されていますが、事業者へ

の支払いは、どのような方法を

お考えでしょうか。ご教示下さ

い。 

リース方式の支払については、

年４回支払う予定の運営業務

のサービス対価として支払い

ます。 

185 

リ ー ス 方 式

について 

41 5 2 3 6    

印刷機等については、リース方

式を想定されているとのこと

ですが、２０年間の契約を締結

するＰＦＩにおいては、今後の

経済状況を鑑みると金利上昇

に伴う変動リスクが大きくな

ることから、民間事業者がリー

ス契約を締結することが非常

に厳しくなることも想定され

ますので、購入とするかリース

方式とするかは民間の提案に

委ねられるという理解でよろ

しいでしょうか。 

市は、リース方式を想定してい

ますが、これに限るものではな

く、選定事業者の提案によるも

のとします。ただし、利用者が

常に整備された快適な状態で

使用できるように配慮してく

ださい。なお、リース方式の場

合は運営業務とし、いわゆる買

取方式の場合は備品等調達業

務とする予定です。 

186 

運 営 に 係 る

市 民 活 動 支

援 セ ン タ ー

業務（留意事

項） 

41 5 2 3 6    

印刷機、紙折り機、カラープロ

ッター、製本機はリース方式を

想定しているとの記載がござ

いますが、賃借人は、ＳＰＣも

しくは構成員（運営企業）との

理解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおり、リース方式の

当事者（賃借人）は、選定事業

者、運営に当たる者の、いずれ

でも問題ありません。 

187 

ア ト リ エ な

ど の 講 座 等

について 

41 5 2 3 11    

約２００万円を上限に、催事内

容を事業者にて提案するとの

理解でよろしいでしょうか。ま

た、当該費用は、実費精算にて

ＳＰＣに直接支払われるとの

理解でよろしいでしょうか。 

要求水準書（案）Ｐ４１の「(3) 

運営に係る美術館（市民ギャラ

リー）業務（留意事項）」の11)

を「アトリエなどの講座等の参

加料は、選定事業者の裁量によ

り定めるものとし、選定事業者

の収入とするが、材料費などの

実費を目安とする。市は、当該

講座等の催事費用として、本事

業のサービス対価とは別に約

２００万円（当該講座等の実施

に当たって外部に対する出費



 （２９） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

等からなる。）の支払を予定し

ている。」と変更しますので留

意してください。 

現段階では、約２００万円／年

を想定しており、提案において

は、このことを条件（例えば、

２００万円／年を固定）とする

予定です。なお、将来において、

市民のニーズ等に合わせて変

更する必要が生じれば、本事業

のサービス対価とは別に計上

する催事費用にて、柔軟に対応

する予定です。当該催事費用

（約２００万円）は、実費精算

（原則として、講座等の開催の

都度とする。）により、市から

選定事業者に直接支払う予定

です。なお、当該催事費用（約

２００万円）は、年度をまたが

る繰越を想定していません。 

188 

ア ト リ エ な

ど の 講 座 等

について 
41 5 2 3 11    

当該講座の実施主体は、貴市と

なり、サービス対価に含まれる

実施事業のみ事業者が実施主

体となるのでしょうか。 

当該講座等の実施主体は、選定

事業者とします。番号１８７へ

の回答を参照してください。 

189 

ア ト リ エ な

ど の 講 座 等

について 
41 5 2 3 11    

約２００万円の催事費用は実

施後に支払われるのでしょう

か。それとも実施前でしょう

か。また、「約」２００万円と

ありますが、許容範囲はどのく

らいでしょうか。 

番号１８７への回答を参照し

てください。 

190 
美 術 館 業 務

に関して 
41 5 2 3 11    

『アトリエなどの講座等の参

加料は、選定事業者の裁量によ

り定めるものとし選定事業者

の収入とするが、材料などの実

費を目安とする。市は、催事費

用（講座等の開催）として本事

業のサービス対価とは別に約

２００万円の支払いを予定し

ている。』との記載があります

が、この費用は市の指定した講

座だけに適用されるとの理解

でよろしいでしょうか。また、

選定事業者自らが行う実施事

業はサービス対価に含むとの

記載は、上記費用を含むすべて

の費用をサービス対価に含む

との理解でよろしいでしょう

か。 

番号１８７への回答を参照し

てください。 

191 
運 営 に 係 る

美術館（市民

ギャラリー）

41 5 2 3 11    

「市は、催事費用（講座等の開

催）として、本事業のサービス

対価とは別に約２００万円（当

番号１７２への回答を参照し

てください。 



 （３０） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ － 質 問 回 答 

業務のうち、

講 座 等 の 催

事 費 用 に つ

いて 

該催事の実施に当たって外部

に対する出費等からなる。）の

支出を予定している。」とあり

ますが、この金額には消費税は

含まれていないという認識で

よろしいでしょうか？ 

192 
独 立 採 算 業

務 41 5 2 4     

営業時間は提案によるとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりですが、市とし

ては、図書館の閉館時間以降ま

での営業を期待しています。 

193 

独 立 採 算 業

務 
41 5 2 4     

カフェにて提供されるメニュ

ーについては事業者の提案に

よるとの理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

194 

カ フ ェ 等 業

務 

41 5 2 4 2    

カフェ等業務においてコーヒ

ーや軽食（ケーキ等含む）のテ

イクアウトは事業者の提案に

よるとの理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

195 

販売等業務 

42 5 2 4 3    

『販売等業務（文具等の販売を

含む。）』と記載がありますが、

東根市の季節のフルーツや特

産物等の販売等については事

業者の提案によるとの理解で

よろしいでしょうか。 

市としては、文具等（本施設の

利用にあたっての利便小物を

含む。）や催事関連グッズ等の

販売を想定しておりますが、選

定事業者の提案によるものと

します。ただし、情報と芸術文

化の交流拠点にふさわしい内

容としてください。 

196 

施 設 利 用 料

に つ い て の

市の規定 42 5 2 4 4    

『施設利用料については、市の

規定に基づき定めるものとす

る。』と記載がありますが、独

立採算業務に係る施設利用料

の規定をご教示願います。 

番号７への回答を参照してく

ださい。 

197 

施 設 使 用 料

について 

42 5 2 4 4    

カフェ等の独立採算業務につ

いては、民間事業者がテナント

企業と２０年間の固定契約を

結ぶことは厳しいため、当該業

務が必須であることは承知し

ておりますが、テナントの入れ

替え等については合理的な理

由なく貴市により拒否するこ

とはできないとの理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。なお、や

むを得ず、テナントの入替えを

行う場合にあっては、市と十分

に協議を行い、利用者のニーズ

や利便性（閉店期間の短縮等）

等について、十分に配慮するも

のとします。 

 

＜ 要求水準書（案）別紙等に関する質問回答 ＞ 

 

番号 項 目 
資料 
番号 

○○ 
枚目 

上中 
下段 － － － － － 質 問 回 答 

198 

地 質 調 査 デ

ータ 
3        

地質調査において、採取試料等

の分析は実施されましたでし

ょうか。分析資料を開示頂きた

く存じます。 

【別紙３の２ 地質調査図（調

査結果の抜粋）】として公表し

ます。 



 （３１） 

番号 項 目 
資料 
番号 

○○ 
枚目 

上中 
下段 － － － － － 質 問 回 答 

199 

樹木撤去 

7        

別紙７に、○印「樹木は全て市

で撤去する」とありますが、当

該敷地内と隣接する県立東根

中高一貫校（仮称）建設用地内

の、◎印樹木全てについて、撤

去すると考えてよろしいでし

ょうか。また、伐根も行うもの

と考えてよろしいでしょうか。 

県立東根中高一貫校（仮称）建

設用地内の樹木も含めて、すべ

て撤去（移植）します。 

200 
除 雪 に 関 す

る費用等 9        － 

本質問は、質問者が非公開を希

望しているため、回答を行いま

せん。 

201 

図 書 館 シ ス

テム 

10 7 上 2 (5) 1) ②  

「クラウド型サーバーにする

とともに」とありますが、クラ

ウド型より優れた技術を提案

してもよろしいでしょうか。 

市としては、クラウド型サーバ

ーを想定していますが、クラウ

ド型より優れた技術提案であ

れば、これに限るものではな

く、具体的な内容等について

は、個別質問（要求水準書等に

関する提案（ＶＥ提案））とし

て提出してください。 

202 

市の所蔵品 

10 8 下 3 (1) 2) ②  

市の所蔵品について、最大物の

仕様（寸法、重量等）を、絵画・

彫刻の各々についてお知らせ

願えますでしょうか。 

絵画作品１７０㎝×１４０㎝

（１００号）、書道作品２４０

㎝×６０㎝、工芸関係作品 高

さ１８５㎝（像：重量不明）と

なっています。 

203 

搬入車両室 

10 10 上 3 (3) 3) ③  

所蔵作品の展示計画の立案は

事業者となっているので、専用

搬入車両の大きさも事業者の

提案となるのでしょうか。 

ご理解のとおりです。本施設の

規模及び内容に適した美術品

搬入車両等に対応できる施設

内容としてください。なお、当

該搬入車両を、本事業で調達す

ることは想定していません。 

204 
講 座 室 の 貸

し 出 し に つ

いて 

10 11 中 4 (1) 3)   

講座室の貸出し対象の「各団

体」には、個人も含まれると考

えてよろしいでしょうか。 

団体を基本としますが、個人を

拒むものではありません。 

205 

利 用 者 出 入

口 （ 風 除 室

等） 

10 11 下 5 (1) 1) ④  

「④図書館とは別に利用者出

入口にセンサーを設け、来館者

を適切にカウント・・・」とあ

りますが、図書館の利用者出入

口は共用エリア以外に専用の

出入口を設けることを想定さ

れているのでしょうか。ご教示

ください。 

図書館とは別に利用者出入口

にセンサーを設けることの趣

旨は、図書館への来館者ととも

に、施設全体への来館者をカウ

ントするためです。図書館の利

用者出入口の位置は、選定事業

者の提案によるものとします。 

206 

利 用 者 出 入

口 （ 風 除 室

等） 

10 11 下 5 (1) 1) ④  

「④図書館とは別に利用者出

入口にセンサーを設け、来館者

を適切にカウント・・・」とあ

りますが、図書館の利用者出入

口にもセンサーを設け、来館者

をカウントするのでしょうか。

ご教示ください。 

図書館については、ＩＣゲート

による貸出手続き未了防止の

目的と合わせて、来館者をカウ

ントできるものと考えていま

す。 

207 
自 動 販 売 機

コーナー 
10 12 上 5 (1) 3)   

自動販売機の設置箇所は自動

販売機コーナーに限られると

自動販売機の設置箇所につい

ては、自動販売機コーナーのみ



 （３２） 

番号 項 目 
資料 
番号 

○○ 
枚目 

上中 
下段 － － － － － 質 問 回 答 

の理解でよろしいでしょうか。 に限ることなく、選定事業者の

提案によるものとします。ただ

し、本施設の要求水準書に示す

機能を満たすものとし、情報と

芸術文化の交流拠点にふさわ

しい内容としてください。 

208 

カ フ ェ の 面

積 

10 13 中 5 (1) 13) ④  

「④客席及び厨房等を含めて

７５㎡程度」とありますが、面

積のずれは何％までが許容範

囲となりますでしょうか。提案

する面積の差による競争条件

の不公平をなくす意味でもご

教示頂きたく存じます。 

７５㎡程度については、市が、

客席数等を勘案して想定した

ものであり、これに拘ることな

く、選定事業者の提案によるも

のとします。 

209 
屋外テラス 

10 13 中 5 (1) 13) ④  

屋外テラスはカフェの面積（７

５㎡程度）に含まないという理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

210 
カ フ ェ 面 積

と 独 立 採 算

制 

10 13 中 5 (1) 13) ④  － 

本質問は、質問者が非公開を希

望しているため、回答を行いま

せん。 

211 

選 定 事 業 者

の負担（独立

採 算 と し サ

ー ビ ス 対 価

に 含 め な

い。） 

10 13 中 5 (1) 13) ⑥  

「テーブル、椅子、厨房機器等

は、選定事業者の負担（独立採

算としサービス対価に含めな

い。）」とありますが、内装や備

え付けの照明等、退去時に持ち

出せないものはサービス対価

に含むとの理解でよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 

212 
その他（防犯

カメラ） 10 13 下 5 (1) 15)   

防犯カメラの録画機能につい

て、保存期間についてご指定頂

けますでしょうか。 

特段の指定はなく、選定事業者

の提案によるものとします。 

213 

屋 外 ス ペ ー

ス 

10 14 中 6 (1) 1)   

屋外スペースは選定事業者の

提案によるとありますが、具体

的にはどのようなものを展示

することを想定しているので

しょうか。 

複合施設の特徴を活かした、市

民の情報及び芸術文化の交流

拠点に相応しい屋外スペース

となるよう、選定事業者の積極

的な提案を期待しています。 

214 

カ フ ェ の 設

備について 

11 3 下 4 (1) 13)   

カフェにもテレビを設置する

ことが想定されているようで

すが、テレビは暴力シーンなど

の不適切な映像が放送される

可能性もあるため、テレビの設

置に代わる別のサービスを提

案してもよろしいでしょうか。 

【別紙１１ 諸室整備一覧（設

備）】は、市が参考として想定

したものであり、要求水準に示

す機能を満たすのであれば、こ

れに拘るものではなく、選定事

業者の提案によるものとしま

す。なお、ＴＶ欄は、端子設置

の意味であり、テレビを設置す

るかどうかについては、選定事

業者の提案によるものとしま

す。 

215 

グ ル ー プ 研

究 室 兼 録 音

室 の 録 音 に

必要な機材 

12 3 上 2 (3) 2   

録音に必要な機材は市が調達

するとありますが、なぜでしょ

うか。また、いわゆるデイジー

等の音読機材も含まれるので

市が所有する機材（更新を含

む。）の活用を想定しています。 



 （３３） 

番号 項 目 
資料 
番号 

○○ 
枚目 

上中 
下段 － － － － － 質 問 回 答 

しょうか 

216 

「 ル ー タ ー

（ イ ン ラ ン

ド）」 

12 5 上 3 (2) 1)   

この記載は、ステンドグラス製

作用のルーターで、インランド

社製品を指定しているという

理解で宜しいでしょうか。イン

ランド社製に限定せず他社製

品を提案しても不利にならな

いでしょうか。 

【別紙１２ 什器備品等リス

ト】は、市が、一般的に必要と

考えられる什器備品等をリス

トアップするとともに、特に美

術館（市民ギャラリー）につい

ては、あくまでも機能がわかる

ように、類似施設を参考に提示

したものです。したがって、要

求水準に示す機能を満たすの

であれば、これに拘るものでは

なく、選定事業者の提案による

ものとします。 

217 
Ｓ Ｐ Ｃ 作 業

員控室 12 7 中 5 (1) 11)   

ＳＰＣ作業員控室に作業員の

ロッカー等を調達備品として

設置しても宜しいでしょうか。 

特段の問題はありません。 

218 

運 営 業 務 分

担 の う ち の

勤務体制・管

理業務 

13 2 中 - (1) 6) ⑦  

当該業務のうち「スタッフ研修

計画の承認」が市の主分担とな

っておりますが、図書館業務に

おけるスタッフ研修は、タイム

リー且つ迅速に行う必要があ

り、必ずしも市の承認がなけれ

ばならないものとは認識して

おりません。よって、研修に関

しては事業者にお任せいただ

くことはできませんでしょう

か。 

市の承認は、個別具体的な研修

を対象とするものではなく、図

書館の運営に当たる者による、

人材育成の全体計画を担保す

るためのものです。したがっ

て、研修計画等に関する年次計

画等を、承認の対象とする予定

です。 

219 

運 営 業 務 役

割 分 担 に お

け る 美 術 館

（ 市 民 ギ ャ

ラリー）業務

の 項 目 に つ

いて 

13 4 中 - (3) 1)   

図書館業務の総括的業務の項

目には「①図書館の理念・目的、

運営方針の策定」があるのに対

し、美術館（市民ギャラリー）

業務の総括的業務には同様の

項目がありませんが、その理由

がございましたらお教えくだ

さい。 

市は、公益文化施設（全体）の

運営に係る総括マネジメント

業務のなかで、理念・目的・運

営方針の策定を行いますが、そ

のうち美術館（市民ギャラリ

ー）業務については、選定事業

者の自由な発想やノウハウに

よる事業展開を期待している

ところです。 

220 

開 業 準 備 に

係 る 蔵 書 等

調 達 業 務 及

び整備業務 

14 1 中 3 (1) 3)   

「３ 開業準備に係る蔵書等調

達業務及び整備業務の内訳に

ついて (1) 蔵書等調達業務及

び関連業務 ３） 上記１の資料

とともに、現在のさくらんぼ図

書館から移管する資料に関す

る蔵書データを作成する。」と

ございますが、移管対象の約４

万冊に関しては、現行システム

ＬｉＣＳ-Ｒｅ Ｖ３からのデ

ータ移行を実施するという認

識でよろしいでしょうか？ 

ご理解のとおりです。 

221 
Ｉ Ｃ タ グ に

ついて 
15 1       

ＩＣタグの利用が前提となっ

ておりますが、ＩＣタグと同等

市としては、ＩＣタグの利用を

想定していますが、これに限る



 （３４） 

番号 項 目 
資料 
番号 

○○ 
枚目 

上中 
下段 － － － － － 質 問 回 答 

又はそれ以上の機能を持つ他

の仕組みを利用することによ

って、要求水準を満たすことは

可能でしょうか。 

ものではなく、具体的な内容等

については、個別質問（要求水

準書等に関する提案（ＶＥ提

案））として提出してください。 

222 

図 書 館 情 報

シ ス テ ム の

リ ー ス に つ

いて 
15 1  1     

現行のさくらんぼ図書館のシ

ステムもリース契約でしょう

か。リース契約でしたら同等品

を採用するにあたっての参考

としてリース料がいくらか公

開はできますでしょうか。 

リース契約（３年契約）で、シ

ステム賃貸料２,５４４千円／

年、システム保守料７７６千円

／年となっています。 

223 

図 書 館 情 報

シ ス テ ム の

支 払 に つ い

て 
15 1  2 (1)    

新システムをリース契約する

際、リース料の支払いは開業準

備に係る業務の対価として一

括して支払われ、メンテナン

ス、更新費は維持管理費として

支払われるのでしょうか。 

当該リース方式については、年

４回支払う予定の運営業務の

サービス対価として支払いま

す。 

224 

【別紙１５】 

図 書 館 情 報

シ ス テ ム 及

び Ｉ Ｃ タ グ

について 

15 1 上 2 (1)    

一般的にリース調達における

リース料は契約時点で固定化

されるため、図書館システムの

リース契約に基づくリース料

は、物価変動によるサービス対

価改定の対象外と考えてよろ

しいでしょうか。 

５年の更新を目途としたリー

ス方式を想定していますが、当

該リース方式については、年４

回支払う予定の運営業務のサ

ービス対価として支払うため、

物価変動等による改定の対象

となります。 

225 

図 書 館 に 導

入 す る シ ス

テム 

15 1 上 2 (1)    

「新しい図書館に導入するシ

ステムについては、クラウド型

サーバーを使用し」とあります

が、技術進歩によりクラウドを

凌ぐシステムが開発された場

合、この採用を阻むものではな

いと理解してよろしいでしょ

うか 

番号２０１への回答を参照し

てください。 

226 

資 料 の 種 類

及び数量 

19 1 中 3     

紙媒体の図書館資料と電子媒

体の図書館資料について、同じ

資料費でその割合を柔軟に決

定していくよう書かれており

ますが、現在電子媒体の費目は

賃貸借費で計上されているケ

ースが多いと思います。よっ

て、紙媒体の資料費とは別に電

子媒体の資料費を計上してい

ただくことはできませんでし

ょうか。 

年間の図書館資料費の対象は、

図書約１０,０００冊程度と新

聞・雑誌及び視聴覚資料（これ

らに係る装備費及び装備用品

を含む。）及び電子書籍としま

す。当該図書館資料費について

は、サービス対価とは別に、市

が約２,０００万円／年を事業

者に支払う予定です。 

 

＜ その他に関する質問回答 ＞ 

 

番号 項 目 － － － － － － － － 質 問 回 答 

227 
本 施 設 の 災

害 拠 点 活 用

の有無 

        

本施設は災害時の拠点にはな

らないという認識でよろしい

ですか。 

ご理解のとおりです。 



 （３５） 

番号 項 目 － － － － － － － － 質 問 回 答 

228 

県 立 中 高 一

貫 高 と の 連

携について         

隣地に山形県立の中高一貫高

が整備予定となっております

が、体育館や講堂等を公益文化

施設の事業の一環で使用する

等の連携は可能でしょうか。 

ご質問にあるような連携につ

いては、想定していません。 

229 

必要諸数 

        

座席数や面積で○○程度と記

載していますが、誤差の割合の

目安や要求水準未達となる基

準はありますでしょうか。 

市は、従前の概念から座席数や

面積を記載していますが、本事

業がＰＦＩ事業であるととも

に、複合施設でもあることか

ら、座席数や面積の許容範囲を

設けることなく、入札参加者の

積極的な提案を求めるものと

します。 

230 

隣 接 す る 中

高 一 貫 校 の

整 備 等 に 起

因 す る リ ス

ク 

        

隣接する中高一貫校整備等の

計画変更等に起因し、本事業の

計画に影響が生じた場合（増加

費用・追加費用の発生を含む）

のリスクは貴市にて負担して

頂けるとの理解でよろしいで

しょうか。当該影響に起因し、

事業契約が解除となった場合

の責任（違約金の支払いを含

む）までは事業者としては負い

かねます。 

ご理解のとおりですが、市とし

ては、そのような事態を想定し

ていません。 

231 

土地の瑕疵 

        

地歴等を勘案しますと懸念す

る必要はないかもしれません

が、土地の瑕疵によるリスクは

貴市にて負担頂けるという理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

232 

地質調査 

        

地質調査の結果、貴市が事前の

公表された資料からは予測す

ることのできない障害などが

発覚し、増加費用・追加費用が

発生した場合のリスクは貴市

にて負担頂けるという理解で

よろしいでしょうか。 

選定事業者が行なった地質調

査の結果、市が、事前に公表し

た資料等では予期することが

できない地質障害に起因して

選定事業者に発生した増加費

用については、市の負担としま

す。 

 

以上 



 （３６） 

実 施 方 針 等 に 関 す る 意 見 

 

＜ 実施方針に関する意見 ＞ 

 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ - 意 見 回 答 

1 

大 規 模 な 修

繕 
4 1 1 6 4   ※ 

市が負担する大規模な修繕等

は入札価格には含めず、別途市

が負担する理解で宜しいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

2 

催事実施費 

5 1 1 9 6    

建設期間を含め約５年後の催

事を具体的に決定するのは実

務上困難かと存じます。開業後

約３年間の催事費を業務の対

価とは別にお支払い頂き、催事

内容を貴市との協議によるも

のとして頂きたく存じます。 

実施方針等に関する質問回答

の番号３６への回答を参照し

てください。なお、提案にあた

っては、建設期間を含め約５年

先までの催事の具体的な内容

を求めるのでなく、どのような

ことができるかを求める予定

です。 

3 

個別対話 

10 2 2      

「個別対話」は４月の予定とな

っておりますが、実施時期を早

めて頂けないでしょうか。「個

別対話」の趣旨は、提案者の提

案内容が貴市の希望に沿えて

いるかを確認する場でもある

かと存じます。万が一、個別対

話の中で施設計画等が要望に

沿えていないことが確認でき

た場合に、４月からでは修正が

間に合わず、貴市及び提案者に

とって不利益になる可能性が

あるかと存じます。 

検討します。 

4 

税 制 度 変 更

リスク 

25 9      
資料 

1 

法人税の増税などにより、ＳＰ

Ｃの資金計画に重大な影響を

及ぼしＳＰＣの運営が困難と

なる場合も想定されるかと存

じます。不可抗力と同様に事業

者の税制変更に係る負担を「一

定の割合に対応するもの」とし

て頂きたく存じます。提案者

は、不測の事態に備えた資金を

用意しておく必要が生じるた

め、不要な提案価格の上昇につ

ながり、提案者及び貴市にとっ

て不利益となる可能性がある

かと存じます。 

詳細については、入札説明書等

（事業契約書（案））において

提示します。 

5 

物 価 変 動 リ

スク（施設整

備 費 用 に 相

当する部分） 
25 9      

資料 

1 

人件費及び資材価格の高騰は

貴市の負担として頂きたく存

じます。人件費及び資材価格の

高騰を事業者の負担とすると、

提案者は高騰に備え予備費を

用意しておく必要が生じるた

め、不要な提案価格の上昇につ

ながり、提案者及び貴市にとっ

引渡し前のインフレ・デフレリ

スクの主分担は市としていま

す。 



 （３７） 

番号 項 目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ - 意 見 回 答 

て不利益となる可能性がある

かと存じます。 

6 

物 価 変 動 リ

スク（施設整

備 費 用 に 相

当する部分） 

25 9      
資料 

1 

物価変動の算定基準は入札時

として頂きたく存じます。算定

基準を事業契約締結時とする

と、事業者が見積もりを行った

時期（入札時）と乖離が生じ、

提案者が不合理に物価上昇に

起因したリスクを負担しなく

てはならないおそれがありま

す。 

詳細については、入札説明書等

（事業契約書（案））において

提示します。 

7 

資 金 調 達 リ

スク 

25 9      
資料 

1 

貴市と金融機関における、直接

協定の交渉の遅延などにより

融資が滞る場合もあるかと存

じます。貴市の責めにより、Ｓ

ＰＣの資金調達が遅れた場合

の費用は負担して頂きたく存

じます。 

いわゆる直接協定について、市

は、遅延なく締結することとし

ますが、「本事業の適正な遂行

と継続性の確保を目的として、

市は、必要に応じて、選定事業

者に資金提供を行う金融機関

と協議し、直接協定を締結する

場合がある。」としていること

に留意してください。 

 

＜ 要求水準書（案）に関する意見 ＞ 

 

番号 項 目 頁 章 1 1 1 ① ｱ - 意 見 回 答 

8 

維 持 管 理 に

係 る 建 築 物

保 守 管 理 業

務 

30 4 2 2 1 ②   

『建築基準法による建築設備

定期報告業務を行い』と記載し

てありますが、特殊建築物とし

て特殊建築物定期調査の実施

が必要となると考えられます。 

実施方針等に関する質問回答

の番号１５３への回答を参照

してください。 

9 

（３）運営に

係 る 市 民 活

動 セ ン タ ー

業務（留意事

項） 

41 5 2 3     

「４０頁５章２（３）運営に係

る美術館（市民ギャラリー）業

務（留意事項）」に引き続き（３）

となっているかと存じます。 

実施方針等に関する質問回答

の番号１８２への回答を参照

してください。 

10 

独 立 採 算 業

務 

41 5 2 4     

施設利用料などの独立採算業

務の参加条件は、独立採算業務

担当企業の提案への取り組み

可否判断において重要な要因

となります。施設利用料など独

立採算業務の参加条件を早め

にご教示頂きたく存じます。 

実施方針等に関する質問回答

の番号７への回答を参照して

ください。 

 

＜ 要求水準書（案）別紙等に関する意見 ＞ 

 

番号 項 目 
資料 
番号 

○○ 
枚目 

上中 
下段 

- - - - - 意 見 回 答 

11 
諸 室 整 備 一

覧について 10 1 下 2     

図書館の施設整備に関して、諸

室を機能的に配置する上での

貴市のご要望として、機能関連

機能関連図等は用意しており

ません。入札参加者の積極的な

提案を求めるものとします。 



 （３８） 

番号 項 目 
資料 
番号 

○○ 
枚目 

上中 
下段 - - - - - 意 見 回 答 

図等があればご提示ください。 

12 

書架 

10 2 下 2 (1)  ⑤  

一般開架書架のサイズ指定（高

さ、連結長さ等）がありました

らご提示ください。 

一般開架書架のサイズの指定

はありません。入札参加者の積

極的な提案を求めるものとし

ます。 

13 

カ フ ェ の 面

積 

10 13 中 5 (1) 13) ④  

「④客席及び厨房等を含めて

７５㎡程度」とありますが、カ

フェの面積について柔軟に対

応頂きたく存じます。面積の制

限を柔軟にすることにより、よ

り多くの独立採算事業者の参

入が可能になるかと存じます。 

実施方針等に関する質問回答

の番号２０８への回答を参照

してください。 

14 

選 定 事 業 者

の負担（独立

採 算 と し サ

ー ビ ス 対 価

に 含 め な

い。） 
10 13 中 5 (1) 13) ⑥  

「テーブル、椅子、厨房機器等

は、選定事業者の負担（独立採

算としサービス対価に含めな

い。）」とありますがテーブル、

椅子、厨房機器等のイニシャル

コストを、独立採算事業を行う

者の負担とすると、地元企業に

とっては大きな参入障壁とな

る可能性があります。テーブ

ル、椅子、厨房機器等の負担も

サービス対価に含めて頂きた

く存じます。 

意見として、うけたまわりま

す。 

15 

美術館（市民

ギャラリー）

什 器 備 品 等

リスト 

12 3 下 3     

類似施設を参考に計上したと

ありますが、可能でしたらどこ

の施設を参考にしたか開示し

てください。 

特定したものはありません。 

16 

運 営 業 務 役

割分担 

13 2 下 - (2)    

現行のさくらんぼ図書館の運

営内容についての詳細（人員、

運営内容・費用等）を参考資料

として公開していただけない

でしょうか。 

人員は、館長１名、専従職員５

名、短時間勤務職員４名となっ

ています。運営内容は、【別紙

１６ さくらんぼ図書館事業概

要及びボランティア活動団体】

のとおりです。費用は、Ｈ２５

指定管理委託料３２,５２２千

円（図書館資料購入等事業４,

７３９千円を含む。）となって

います。 

 

＜ その他に関する意見 ＞ 

 

番号 項 目 － － － － － － － － 意 見 回 答 

17 

加 入 予 定 の

保 険 に つ い

て         

貴市が本施設に関して加入予

定の保険、または共済の内容

（保険種目、保険金額、てん補

責任の範囲、免責等）を公表し

て下さい。 

公益社団法人全国市有物件災

害共済会の建物総合損害共済

の付保を予定しています。 

18 
特 殊 荷 重 に

ついて 
        

開架エリアや展示エリア、倉庫

などの必要な荷重が設定して

開架エリアや展示エリア、倉庫

などの床荷重は設定していま



 （３９） 

番号 項 目 － － － － － － － － 意 見 回 答 

いましたらご提示ください。 せん。既定の諸基準等を参考と

し、入札参加者の積極的な提案

を求めるものとします。 

19 

搬 入 の 開 口

について 
        

大型の展示品が搬入されるこ

とも考慮したいのですが、必要

な開口スペースの大きさをご

提示ください。 

本施設の規模及び内容に適し

た搬入開口、スペースとしてく

ださい。 

20 

質問書・意見

書 の 様 式 に

ついて 

        

質問書の意見箇所の項目に

「行」記載欄がございますが、

実施方針等には行数の記載が

ない上、記載がない行を行数と

含めるかの定義付けも不明確

なため、質問・意見をする上で

誤解を招く可能性があるかと

存じます。「行」記載欄を削除

して頂きたく存じます。 

当該「行」については、あくま

でも質問個所の目途（参考）と

して取扱い、公表にあたっては

削除しています。 

21 

事 業 予 定 地

埋 設 物 等 の

詳 細 図 開 示

について 

        

無散水消雪設備等の詳細図（埋

設配管含む。）、事業予定地内鋼

管井戸詳細図の開示をお願い

します。 

【別紙２１ 無散水消雪設備等

詳細図】として公表します。な

お、事業予定地内の鋼管井戸詳

細図はありませんが、口径１０

０㎜、深度１００ｍの鋼管があ

るのみで、埋め殺してよいもの

です。また、【別紙７ 事業予定

地埋設物等】を参照してくださ

い。 

22 

事 業 予 定 地

北 側 の 整 備

計 画 の 開 示

について 

        

事業予定地北側の、無散水消雪

設備移設等整備計画について

の詳細につきまして開示願い

ます。 

平成２６年度に、選定事業者と

協議のうえ、市が移設を行いま

す。 

 

以上 


